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建設水道委員会記録 
 

○開催日時 

平成２５年９月２７日 午前１０時～午後４時 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人） 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

   副委員長  小田原 勇次郎 

   委  員  上 野 一 誠 

委  員  橋 口 博 文 

委  員  大田黒   博 

委  員  持 原 秀 行

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  成 川 幸太郎 議  員  福 元 光 一 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   監 査 委 員  篠 原 和 男 

   ─────────────────────── 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  本 野 啓 三 

   建 設 整 備 課 長  四 元 新 一 

   建 設 維 持 課 長  永 田 一 朗 

   都 市 計 画 課 長  山 下   裕 

    区画整理グループ長  中 島 弘 喜 

   天辰区画整理推進室長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  堀ノ内 美 年 

   建 築 住 宅 課 長  今 井 裕 介 

用 地 課 長  植 村   豊 

─────────────────────── 

水 道 局 長  落 合 正 浩 

水 道 管 理 課 長  元 石 功 一 

上 水 道 課 長  福 山 清 和 

下 水 道 課 長  須 田 徳 二 

 課  長  代  理  橋 口 卓 巳 

 主      幹  今 村 淳 一 

─────────────────────── 

財 政 課 長  今 井 功 司 

 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 

   議 事 グ ル ー プ 長  瀬戸口 健 一 

議事グループ専門員  久 米 道 秋 

 

───────────────────────────────────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第１２０号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算） 

議案第１２１号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計歳

入歳出決算） 

議案第１３３号 剰余金処分及び決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市水道事業

剰余金処分及び平成２４年度薩摩川内市水道事業会計決算） 

議案第１３４号 剰余金処分及び決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市工業用水

道事業剰余金処分及び平成２４年度薩摩川内市工業用水道事業会計決算） 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

水 道 管 理 課 

上 水 道 課 

議案第１２２号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算） 

議案第１２３号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算） 

議案第１２４号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算） 

議案第１２５号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入

歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

下 水 道 課 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 設 政 策 課 

建 設 整 備 課 

建 設 維 持 課 

議案第１２７号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画

整理事業特別会計歳入歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

都 市 計 画 課 

議案第１２６号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

天辰区画整理推進室 

議案第１２８号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画

整理事業特別会計歳入歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

入来区画整理推進室 

議案第１１９号 決算の認定について（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 建 築 住 宅 課 

用 地 課 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（福田俊一郎）ただいまから建設水道

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思います。 

 なお、本日は、おおむねですけれども都市計画

課、あるいは天辰区画整理推進室まで審査を行う

予定です。途中で進めている間に変更があれば、

また協議をさせていただきたいと思います。

３１日は残りの課を審査することといたしたいと

思います。 

 ついては、そのように審査を進めることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

 これから審査に入りますが、各課の審査の冒頭

に、部局長から決算の概要として主要施策の成果

の概要説明を受け、その後、会計ごとに課・室長

から決算内容の説明を受けることにしております

ので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日は、決算認定議案に関する審査であ

り、所管事務調査については行いませんので、そ

の旨よろしくお願いいたしたいと思います。 

 したがいまして、質疑は決算と関連したものに

なるようにお願いをいたします。 

────────────── 

   △水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（福田俊一郎）それでは、水道管理

課・上水道課の審査に入ります。 

 まず、決算の概要について、局長の説明を求め

ます。 

○水道局長（落合正浩）水道管理課及び上水道

課の平成２４年度決算の概要につきまして御説明

申し上げます。 

 平成２４年度各会計歳入歳出決算附属書の

１７０ページをお開きください。 

 一般会計につきまして、各会計への繰出金等は

表に記載のとおりであります。 

 次に１７１ページ、簡易水道事業特別会計は、

土川ほか２７カ所の簡易水道につきまして、遠方

監視施設整備及び配水管布設工事等を実施し、安

心で安全な飲用水の安定供給に努めました。 

 なお、平成２４年度末現在の簡易水道事業

２８カ所の給水区域人口等につきましては、右下

の表に記載のとおりであります。 

 次に、１７２ページをお開きください。 

 温泉給湯事業特別会計は、樋脇、入来及び祁答

院地域の６公衆浴場について事業を実施し、また

指定管理により、引き続き効率的な事業運営に努

めました。 

 右下に参考として、平成２４年度の各公衆浴場

の運営状況を掲げておりますが、毎年、利用者は

減少傾向にあります。 

 次に、水道事業の概要について御説明いたしま

す。 

 別冊となっております水道事業会計決算書の

９ページをお開きください。 

 事業の概況の（１）総括事項のうち、イ、業務

量でありますが、当年度末における給水件数は、

前年度比３４９件増の３万５，１０２件、給水人

口は６７人増の７万９，２７３人、総有収水量は

８１０万２，９１６立方メートルで、前年度比０．

７３ポイント増加、有収率は９１．４％となり、

前年度比０．１ポイント低下いたしております。 

 ロ、建設改良事業は、石堂地区水道施設配水管

等整備事業等を実施しておりますが、一部事業が

年度内に完了しなかったために繰り越しをしてお

ります。 

 ハ、経営状況につきまいて、営業収益から営業

費 用 を 差 し引 い た営 業利 益 は 、 前年 度 比

１，９３３万５，８５７円増の２億１，６００万

９３２円となり、営業利益から営業外収支を加減

し た 経 常 利益 は 、前 年度 比 ２ ， ４８ ５ 万

６，４１２円増の１億３，３０１万２，５４６円

と な り ま した 。 これ に特 別 損 失 ６１ ８ 万

９，６７１円を計上し、当年度純利益は前年度比

２，４２３万２，６０９円増の１億２，６８２万

２，８７５円となりました。 

 今後も、引き続き施設の整備拡充、維持管理効

率化を進めるとともに、企業の経済性を発揮しな

がら市民に安全で安心な水を安定的に供給し、な

お一層の市民サービスの向上に努めてまいります。 

 最後に、工業用水道事業について御説明いたし
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ます。 

 別冊となっております工業用水道事業会計決算

書の、同じく９ページをお開きください。 

 １、概況のうち、ア、業務量につきまして、当

年度における総給水量は、前年度比１．４９％増

の３３万５，６０６立方メートルであり、イの経

営状況につきまして、総収益は前年度比１０１万

４，６３４円減の３，３０９万８，２３７円、総

費用は前年度比１１７万９，３３５円減の

１，５６８万９，６０６円となり、当年度純利益

は前年度比１６万４，７０１円増の１，５６８万

９，６０６円となりました。 

 また、供給先である富士通の撤退に伴いまして、

本年度をもって工業用水道事業は廃止することと

いたしております。 

 以上で概要説明を終わります。 

 詳細につきましては、各課長から説明させます

のでよろしくお願いいたします。 

────────────── 

   △議案第１２０号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市簡易水道事業 

   特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１２０号平成２４年度薩摩川内市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１２０号平成２４年度薩摩川内市簡易水道事業特

別会計決算につきまして説明いたします。水道管

理課と上水道課両課の所管でございますが、説明

は水道管理課で一括説明、質問につきましては所

管課で答弁することであらかじめ御了承をお願い

いたします。 

 それでは、歳出から説明をいたします。

２６３ページをお開きください。 

 １款１項１目、一般管理費は、市内２８カ所の

簡易水道事業施設の管理運営に要する経費で、支

出済額３億５４２万９，０９６円でございます。 

 支出の主なものについて、備考欄で説明をいた

します。水道管理課、上水道課２課分でございま

す。 

 水道管理課分につきましては、検針業務委託料

２９件の委託料が主なものでございます。 

 上水道課分につきましては、簡易水道管理人

１０人及び下甑の水道業務作業嘱託員１名分の報

酬でございます。それから、職員１１人の給与費、

毎日検査等業務委託ほか５１件の委託料、水引簡

易水道配水管布設替工事ほか４５件の工事請負費

でございます。また、備品購入費で送水ポンプ

２台購入しております。 

 次に、２款、事業費、１項１目、施設整備費、

支出済額３億３，７８７万９，５１５円でありま

す。また、繰越明許費として、生活基盤近代化事

業を活用した手打簡易水道基幹改良事業におきま

して、旅費及び工事請負費合計４，１６８万

３，０００円を繰り越ししております。 

 支出の主なものにつきまして、備考欄で説明を

いたします。 

 祁答院簡易水道建設事業費では、前年度からの

繰り越し分で、祁答院簡易水道統合整備工事

（２３－１工区）ほか６件の工事請負費でござい

ます。 

 次に、下甑簡易水道建設事業費では、国庫補助

事業及び特定離島ふるさとおこし推進事業を活用

した手打簡易水道基幹改良事業実施設計業務委託

ほか１件の委託料、手打簡易水道配水管仮設工事

ほか１４件の工事請負費であり、うち８件が前年

度からの繰り越し分でございます。 

 遠方監視施設整備事業費では、電源立地地域対

策交付金を活用した祁答院簡易水道牟田水源地遠

方監視制御設備工事ほか１件の工事請負費でござ

います。 

 中甑簡易水道総合整備事業費では、国庫補助事

業及び特定離島ふるさとおこし推進事業を活用し

た、実施設計業務委託１件の委託料及び特定離島

中甑飲用水施設整備工事ほか５件の工事請負費で

あります。 

 次に、２６５ページになります。 

 川内簡易水道建設事業費では、国庫補助事業を

活用した西方簡易水道事業実施設計業務委託ほか

１件の委託料及び西方簡易水道増補改良工事

（２４－１）ほか４件の工事請負費でございます。 

 続きまして、３款１項１目、元金は、支出済額

１億８，７９１万５，０９４円でございます。 

 ２ 目 、 利子 は 、支 出済 額 ４ ， ６８ ０ 万

６，８４５円でございます。 

 ５款１項１目、予備費につきましては、予備費

充用の事態が生じず、そのまま不用額としており
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ます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただきまして２５７ページをお開き

ください。 

 １款１項１目、水道使用料の１節、給水使用料

は、９地域２８簡易水道の現年度分の水道使用料

で、調定額３億１，３６０万円、収入済額３億

１，１１５万４５０円で、収入還付未済額３万

７，５６０円を控除した実質収入額は３億

１，１１１万２，８９０円でございます。 

 ２節、給水負担金は、調定額、収入済額ともに

２９４万円で、収入未済額はございません。 

 ２５９ページになります。 

 ４節給水使用料滞納繰越分は、調定額５９０万

７ ， ９ ８ ０円 に 対し 、収 入 済 額 ２２ ８ 万

７，９１０円でございます。また本年度、２３万

６２０円不納欠損処理し、収入未済額は３３８万

９，４５０円となっております。 

 次に、３款、国庫支出金、１項１目１節、簡易

水 道 事 業 補助 金 の収 入済 額 ８ ， ９３ ３ 万

５，０００円は、下甑地区生活基盤近代化事業及

び祁答院簡易水道統合整備事業、中甑地区簡易水

道再編整備推進事業に係るものでございます。収

入未済額の１，９４６万円は、手打地区生活基盤

近代化事業に係る繰越事業分でございます。 

 次に、４款、県支出金、１項１目１節、簡易水

道 事 業 補 助 金 の 収 入 済 額 ５ ， ８ ７ １ 万

４，０００円は、遠方監視施設制御整備事業に係

る電源立地地域対策交付金及び甑島地域の特定離

島ふるさとおこし推進事業補助金でございます。 

 次に、６款、繰入金、１項１目１節、一般会計

繰入金２億３，８４２万３，０００円は、設備整

理費、管理運営費に不足する財源を一般会計から

繰り入れをしたものでございます。 

 次に、２６１ページになります。 

 ７款、繰越金、１項１目１節、前年度繰越金は

４，５４０万４，０９９円でございます。 

 ８款、諸収入、２項１目１節、雑入は、収入済

額１，７８５万２，２１８円で、備考欄のとおり、

移転補償費、原子力立地給付金等でございます。 

 ９款、市債、１項１目１節、簡易水道事業債収

入済額１億６，５１０万円は、備考欄のとおり、

国県補助事業実施に伴うものでございます。 

 ２６７ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でございます。歳入総額

９億３，２０５万９，０００円、歳出総額８億

７，８０３万１，０００円、歳入歳出差引額

５，４０２万９，０００円、翌年度へ繰り越すべ

き財源２８７万３，０００円を控除し、実質収支

額は５，１１５万６，０００円でございます。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

す。財産に関する説明書の４２４ページをお開き

ください。 

 行政財産の下から２番目にあります簡易水道施

設につきまして、決算年度中、土地が５６平方

メートル増加しております。これにつきましては、

西方簡易水道増補改良工事で取得した水道施設用

地でございます。 

 ４２５ページになります。 

 （４）物権につきましては、行政財産のうち地

役権につきまして、土川簡易水道配水管布設敷

１５９平米でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）２点。１点は、局長がか

わられましたので、以前から申してます、これだ

け各祁答院の簡易水道におきまして、本管、ある

いはそういうものがしてありますが、大変ありが

たく、地区民の方々も喜んでおられると同時に、

一つだけ気になっていると局長にもお願いしたん

ですけど、水道管の図面がないということで、局

長がかわられましたので、こういうものにおいて、

前の局長は今後、その工事においてずっと図面を

追加していくんだという内容でしたけども、それ

しかできないのか。あるいは少しずつでも予算を

とって、管を張りながらでも図面を立ち上げてい

こうという気持ちはないのか、その辺の考えをお

聞かせください。 

 不納欠損で落とされてますよね、不納欠損を。

この不納欠損はどういうところでされるのか。こ

の滞納において、年次ごとに不納欠損までにいく

経過、プロセスをちょっと教えていただきたいと

思います。 

○水道局長（落合正浩）ただいまございました

ように、配管図面等がないところにおきましては、
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管の布設替え等があった場合に正式な図面等をつ

くるという方法もございますけれども、今回、

２８年度に簡易水道につきましては、本土の上水

道との統合を目指しております。それに向けまし

て、今の資産評価の業務委託をしようということ

で、ことしが樋脇、来年、祁答院という形で考え

ておりますので、その中でも、そういう台帳等に

ついても整理していきたいというふうに考えてい

るところです。 

○上水道課長（福山清和）今、局長が話をしま

したけれども、祁答院のほうにつきましては、こ

の前、議会のほうでも委員会でも説明いたしまし

たけれども、当初の予定は樋脇をしておりました

けれども、樋脇のほうよりも、今、大田黒議員が

おっしゃるように、祁答院のほうが図面等見つか

らないということで、時間がかかるだろう。とい

うことで、急遽、祁答院のほうを今年度やってお

りまして、もう入札して、資産台帳ができるよう

に今、業者が調査しております。 

 どうしてもわからないところについては、試掘

をするなりという形で考えておりまして、資産の

整備を祁答院のほうの要望がありましたし、私な

んかとしても時間的に統合までに余裕を持ちたい

ということで、そういうふうに今実施しておりま

す。以上です。 

○水道局長（落合正浩）申し訳ございません。

順番を間違えていました。今、課長が申したとお

りでございます。ことしが祁答院でございました。 

○水道管理課長（元石功一）今、不納欠損の関

係の質問がございましたが、不納欠損につきまし

ては、水道料金が民法適用といったことになりま

して、２年で時効が完成するといったことになっ

ております。不納欠損は債権の放棄ということで

議会の議決を得る、あるいは条例で制定をすると

いうことになりましたので、本市におきましては

条例で制定をしております。給水条例の中で２年

の時効を経過し、かつ５年を経過したものについ

て、現在、不納欠損をしております。 

 不納欠損の大きな原因というのが、まず会社等

による倒産、それとあと行方不明者ということに

なります。会社等の法人の倒産はわかるんですが、

行方不明者につきましては無断で転出をされると

いったことで、もう行き先がわからない。といっ

た方について不納欠損をしております。以上でご

ざいます。 

○委員（大田黒 博）よくわかりました。 

 個人的には２年ないし、プラス５年されて、ど

のような方が何でしょうか。不納欠損されるまで

の経過といいますか、もう逃げ回っておられるの

か。収納課でしょうけども、どういう努力をされ

ているのか。地元のどんな方々にお願いしたりし

て、そこまでつなげて回収までいっておられるの

か、少し教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）行方不明者、無届

けで転出という方がもうほとんどでございまして、

なかなか行き先がわからないということでござい

ます。鹿児島市、あるいは近辺の町村の方がたま

にいらっしゃいますけれども、そういった方は鹿

児島市に集金に行ったり、そういったことで後を

追える方は追っているんですが、なかなかそうい

った転出先がわからないということで、私どもと

しても非常に苦慮しているところでございます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、これより討

論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１２１号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市温泉給湯事業 

   特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１２１号

平成２４年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計歳

入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１２１号平成２４年度薩摩川内市温泉給湯事業特

別会計決算につきまして説明をいたします。 

 決算書の２７４ページをお開きください。 
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 歳出から御説明いたします。 

 １款１項１目、一般管理費は、樋脇・入来・祁

答院の温泉事業施設の管理運営に要する経費であ

り、支出済額１億２，７５０万９１７円でござい

ます。 

 主な支出内容を備考欄で説明いたします。水道

管理課・上水道課２課分でございます。 

 水道管理課分は、検針業務ほか１件の委託料、

入来温泉センター施設建設基金積立金が主なもの

でございます。 

 上水道課分は、職員１人分の給与費、入来地域

温泉施設除草業務委託ほか１件の委託料、市比野

温泉配湯管敷設替工事ほか１件の工事請負費及び

備品購入費でございます。 

 ２款１項１目、施設整備費４２０万円は、入来

温泉場地区区画整理事業に伴うアゼロ湯公衆浴場

解体工事費でございます。また、新しい公衆浴場

の設計委託料及び解体工事の一部２，８８０万円

を翌年度へ繰り越しをしております。 

 ５款１項１目、予備費、予算現額１００万円は、

予備費充用の事態が生じず、そのまま不用額とい

たしております。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

２７２ページをお開きください。 

 歳入の主なものを御説明いたします。 

 １款、使用料及び手数料、１項２目、分湯使用

料は、１節が現年度分の分湯使用料、２節が滞納

繰越分で、現年分、滞納分、合計で収入済額

３，３４６万９，９８０円、不納欠損を２万

８，９６０円処理し、収入未済額が１１３万

９００円でございます。 

 次に、３款、繰入金、１項１目１節、一般会計

繰 入 金 、 調定 額 、収 入額 と も に １４ ０ 万

９，０００円でございます。 

 ４款、繰越金、１項１目１節、前年度繰越金は

２９６万７，６３１円でございます。 

 ５款３項１目、雑入は、収入済額１億１８８万

９，８５２円で、移転補償費等でございます。ま

た、収入未済額２，８８０万円は、歳出のほうで

御説明しました繰越明許費に係る補償費でござい

ます。 

 次に、２７６ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でございます。 

 収入総額１億３，９８２万８，０００円、歳出

総額１億３，１７０万１，０００円、歳入歳出差

引額８１２万７，０００円で、翌年度へ繰り越す

財源はございませんので、実質収支も８１２万

７，０００円となります。 

 次に、財産に関する調書について説明いたしま

すので、財産に関する調書の４２５ページをお開

きください。 

 （４）物権のうち、行政財産として温泉権

２４カ所ございますが、そのうち１９カ所を管理

しております。本年度の増減はございませんでし

た。 

 続きまして、基金について説明いたしますので、

４３１ページをお開きください。 

 下から７番目になります。入来温泉センター施

設 建 設 基 金で ご ざい ます が 、 決 算年 度 中

９，７５８万２，０００円を積み立て、年度末現

在高が２億１，９０５万９，０００円となってお

ります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査いた

だきますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１３３号 剰余金処分及び決算 

   の認定について（平成２４年度薩摩川内 

   市水道事業剰余金処分及び平成２４年度 

    薩摩川内市水道事業会計決算） 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１３３号

平成２４年度薩摩川内市水道事業剰余金処分及び

平成２４年度薩摩川内市水道事業会計決算を議題
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といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）議案第１３３号剰

余金処分及び決算の認定について説明いたします

ので、別冊となっております水道事業会計決算書

の１ページをお開きください。 

 水道事業決算報告書の収益的収支及び資本的収

支の予算・決算の状況について御説明いたします。 

 まず、収益的収支のうち収入において、予算額

合計１２億６，２０２万２，０００円に対し、決

算額１２億６，６１２万６，３４６円となってお

ります。 

 次に、支出におきまして、予算額合計１１億

８，４００万１，０００円に対し決算額１１億

１，６８３万４，８８２円となり、執行率９４．

３％でございます。 

 次に、資本的収支のうち収入におきまして、予

算額合計４億３，３９９万３，０００円に対し、

決算額４億３，９７４万３，７４２円でございま

す。 

 次に、支出におきまして、予算額合計１３億

８，６４１万３，０００円に対し決算額１１億

３，２１２万３，２８０円となり、執行率８１．

６％でございますが、翌年度へ繰越額として石堂

地区水道施設配水管等ほか２件の建設改良費１億

３，６４９万３，０００円を翌年度へ繰り越しを

しております。 

 ま た 、 資本 的 収支 で不 足 す る 財源 ６ 億

９，２３７万９，５４６円は、下段の表の下に記

載してありますよう、各財源で補填をしていると

ころでございます。 

 次に、３ページをお開きください。 

 平成２４年度の損益計算書について御説明いた

します。 

 まず、１営業収益は、（１）水道料金・給水負

担金の給水収益と（２）その他営業収益合計で

１１億９，３４４万３８７円でございます。 

 ２営業費用では、（１）原水及び浄水費から

（５）資産減耗費までの合計９億７，７４３万

９，４５５円となり、営業利益は差し引き２億

１，６００万９３２円となっております。 

 ３営業外費用は、（１）受取利息及び配当金か

ら （ ３ ） 雑収 益 まで の合 計 １ ， ４２ ７ 万

２，５７１円、４営業外費用では、（１）支払利

息及び企業債取扱諸費から（２）雑支出までの合

計９，７２６万９５７円となり、営業利益に営業

外収支を加減した経常利益が１億３，３０１万

２，５４６円となっております。 

 また、４ページになりますが、５特別損失とし

て、不納欠損処理等６１８万９，６７１円、経常

利益にこの特別損失を加えた当年度純利益が１億

２，６８２万２，８７５円となっております。 

 次に、５ページをお願いします。 

 剰余金計算書から本年度増減があった科目につ

いて御説明いたします。 

 まず、資本金のうち自己資本金について、一般

会計からの出資金、資本金への組入れ等の合計

１億１，６２５万円の増となっております。借入

資本金につきましては、企業債の借り入れ、企業

債 の 償 還 を 加 減 し 、 ２ 億 ５ ， ２ ２ ８ 万

８，９１５円の減となっております。 

 次に、資本剰余金のうち受贈財産評価額

３９５万１，８３０円の増となっておりますが、

これは３件の寄附採納を受けた分でございます。

また、工事負担金９，１３５万３，６００円は、

区画整理事業、市道の改良工事、木場茶屋簡易水

道の水道事業への統合に伴う配水管布設工事等で

ございます。 

 次に、利益剰余金のうち減債積立金１億円の減

は、企業債の償還財源として取り崩しをしており

ます。未処分利益剰余金は本年度の純利益を計上

しております。 

 次に、下段の表になります。 

 平成２４年度薩摩川内市水道事業剰余金処分計

算書（案）につきまして説明をいたします。 

 平成２４年度の利益を全て、議会の議決を経て、

企業債の償還財源となる減債積立金へ積立て処分

するというものでございます。御承認方よろしく

お願いいたします。 

 次に、７ページをお開きください。 

 平成２４年度貸借対照表について説明をいたし

ます。 

 １固定資産のうち、（１）有形固定資産につき

ましては、後ほど有形固定資産明細書で説明いた

しますが、平成２４年度の建設改良費で取得した

固定資産を科目別に計上しております。（２）無

形固定資産は、電話加入権、水利権でございます。

（３）投資有価証券は、大阪府公募公債でござい
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ます。 

 以上、固定資産合計１３５億５，４２７万

３，６８５円でございます。 

 次に、２流動資産は、現金預金ほか合計で

１１億６，７８９万９，１８２円でございます。

固定資産と流動資産の合計の資産合計で１４７億

２，２１７万２，８６７円でございます。 

 次に、８ページになります。 

 ３固定負債の（１）引当金は、修繕費を引当金

として積み立てております。４流動負債は、

（１）未払金、（２）その他流動負債で、流動負

債合計１億３，０９２万２，５１９円となり、流

動負債、固定負債合計で２億３，１１８万

４，１２１円でございます。 

 次に、５資本金は、（１）自己資本金、（２）

借 入 資 本 金 で 、 合 計 １ ０ ６ 億 ６ ２ ２ 万

９，２３４円でございます。６剰余金は、（１）

資本剰余金、（２）利益剰余金、合計で３８億

８，４７５万９，５１２円でございます。資本金、

剰余金の資本合計で１４４億９，０９８万

８，７４６円となり、資産合計、負債・資本合計

とも１４７億２，２１７万２，８６７円でござい

ます。 

 続きまして、９ページをお開きください。 

 平成２４年度の事業報告でございますが、概況

につきましては局長が説明しましたので、

１１ページをお願いします。職員に関する事項に

ついて説明いたします。 

 平成２４年度につきましては、水道管理課、上

水道課とも増減はなく、合計で３０人でございま

す。また、水道事業支弁職員は、損益勘定支弁職

員が１９人、資本勘定支弁職員が２人でございま

す。 

 次の１２ページから１５ページは、改良事業等

でございます。 

 件数で５０件、工事費で４億７，４３５万

５００円でございますが、石堂地区水道施設整備

事業に係る工事請負費等合計１億２，９８７万

８，０００円を繰り越ししております。 

 １６ページをお願いします。 

 業務量を、給水人口から有收率まで示してござ

います。有収率につきましては、全体で前年度費

０．１ポイント減の９１．４％でございます。ま

た、下段は供給単価・給水原価を示しております。 

 １８ページをお願いします。 

 ４会計の（２）企業債の状況ですが、本年度の

借 入 額 １ 億２ ， ８７ ０万 円 、 償 還額 ３ 億

８，０９８万８，９１５円で、当年度末企業債残

高４８億７，８６１万５，４１６円となり、前年

度より２億５，２２８万８，９１５円の減でござ

います。 

 １９ページは、消費税の経理方法を記載してご

ざいます。２０ページから２２ページが附属明細

書でございます。 

 ２３ページをお願いします。 

 固定資産明細書でございます。１年間の固定資

産の増減及び減価償却費の明細でございます。 

④の現在高、⑦の減価償却累計額、⑧の年度末償

却未済高がそれぞれ７ページの貸借対照表の有形

固定資産と一致しているところでございます。 

 （２）無形固定資産の水利権につきましては、

川内川水利権申請に係る委託料を計上してござい

ます。（３）投資有価証券につきましては、額面

２億円の大阪府公募公債を購入しております。 

 ２５ページから３２ページが地域別の企業債明

細書でございます。 

 以上で水道事業の決算について説明を終わりま

す。よろしく御審査賜りますようお願いいたしま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）取り扱い、確認で質問しま

す。 

 剰余金処分計算書（案）ですが、私は前から剰

余金処分については議決が要るんではないかとい

うことで主張してきたんですけども、工業用水は

ずっとやってきていて、今度、水道ももうこうい

う事業で処分案の議決を求めてきているというこ

とは、今までの説明は企業会計の範囲の中で処理

ができるというふうに説明を当局はしてきている

わけですね。こういうふうに取り扱ってきた背景

を教えてください。 

○水道管理課長（元石功一）地方公営企業法の

一部改正がございまして、剰余金の処分について

は条例で制定するか、あるいは議会の議決を得る

ということになりました。 

 平成２３年度からそういった今の方法をやって
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おりますが、南さつま市が、もう剰余金処分は条

例で制定していると。他の市は、議会の議決を得

て剰余金を処分するというふうにしております。

法定積立がなくなりましたので、本市におきまし

ては、議会の議決を得て剰余金処分をするといっ

たことで、今回お願いしているところでございま

す。 

○委員（上野一誠）基本的にはそうあるべきだ

というふうに思いますよね、処分の仕方。だから、

前からどうも私はここがひっかかっていて、議会

で何回となく御意見を申し上げてきたんですけど、

平成２３年に法改正がされたということで、こう

いうことになるという説明でありますから、そう

いうふうに理解したいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決に入りますが、本案については剰

余金処分と決算の認定の二つの表決が必要となる

案件でありますので、それぞれについて採決を行

います。 

 まず、本案のうち平成２４年度薩摩川内市水道

事業剰余金処分について採決します。 

 本剰余金処分を原案のとおり可決すべきものと

認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本剰余金処分は原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 次に、平成２４年度薩摩川内市水道事業会計決

算について採決します。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１３４号 剰余金処分及び決算 

   の認定について（平成２４年度薩摩川内 

   市工業用水道事業剰余金処分及び平成 

   ２４年度薩摩川内市工業用水道事業会計 

   決算） 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１３４号

平成２４年度薩摩川内市工業用水道事業剰余金処

分及び平成２４年度薩摩川内市工業用水道事業会

計決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１３４号剰余金処分及び決算の認定について説明

いたしますので、別冊となっております工業用水

道事業会計決算書の１ページをお開きください。 

 収益的収支及び資本的収支の予算・決算の状況

について御説明いたします。 

 収益的収入は、予算額合計３，４８７万

２，０００円、決算額３，４７４万６３８円でご

ざいます。収益的支出におきましては、予算額合

計 ３ ， ０ ６９ 万 円、 決算 額 １ ， ９０ ０ 万

２，７８２円でございます。 

 資本的支出は、予算額合計２２６万円、決算額

１０１万３，２５０円でございます。また、資本

的支出額１０１万３，２５０円は、下部余白に記

載のとおり、過年度損益勘定留保資金等で補填い

たしております。 

 次に、３ページをお開きください。損益計算書

について説明をいたします。 

 １営業収益は、（１）給水収益と（２）その他

営業収益合計で３，３０１万２，０００円でござ

います。 

 ２営業費用は、（１）原水及び浄水費から

（３）減価償却費までの合計１，７４０万

８，６３１円で、営業利益は１，５６０万

３，３６９円となり、これに４ページの営業外収

益８万６，２３７円を加算し、経常利益・当期純

利益ともに１，５６８万９，６０６円となってお

ります。 

 次に、５ページをお願いします。剰余金計算書

について説明をいたします。 

 当年度増減があったものについて説明をいたし

ます。表の右側、利益剰余金のうち未処分利益剰

余金に増がございますが、これは本年度の純利益

１，５６８万９，６０６円を計上しております。 

 下段の表になります。剰余金処分計算書（案）
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について説明をいたします。 

 水道事業と同じく、当年度の純利益を全て議会

の議決を得て建設改良積立金へ積立処分するもの

でございます。御承認方よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、７ページをお願いします。貸借対照表に

ついて説明をいたします。 

 １固定資産のうち（１）有形固定資産について

は、後ほど固定資産明細書で説明をいたしますが、

機械及び装置におきまして、深井戸水中ポンプ等

を購入しましたので増加しております。 

 ２流動資産は、現金預金ほか合計で１億

５ ， ３ ９ ５万 ７ ６６ 円、 資 産 合 計が ３ 億

７，２８３万８，８７３円でございます。 

 ８ページになります。 

 ３流動負債については、未払金でございます。 

 ４資本金は、前年度と同額で９，０５７万

２０６円でございます。 

 ５剰余金は、（１）資本剰余金、（２）利益剰

余金合計で２億８，０６４万２，０４２円で、資

本合計が３億７，１２１万２，２４８円となり、

資産合計・負債資本合計ともに３億７，２８３万

８，８７３円でございます。 

 次に、９ページをお願いします。 

 事業の概況につきましては、先ほど局長が説明

をいたしましたので、１１ページについて説明を

いたします。 

 ３の業務で（１）業務量につきましては、供給

企業数１。契約給水量、日、１，５００立方メー

トルでございます。また、１日平均９１９立方

メートルを給水いたしております。 

 次に、１２ページでございます。 

 （４）収納状況につきまして、収入未済額

２９２万９，５００円となっておりますが、現時

点では全て収納いたしております。 

 次の１３ページ、４会計、（３）の事業資金収

支表ですが、１年間の現金の収支でございます。 

 １４ページは、収益的収支及び資本的収支明細

でございます。 

 １５ページをお願いします。固定資産明細書に

ついて説明をいたします。 

 機械及び装置に増がございます。本年度増加分

につきましては、深井戸水中ポンプ等を購入した

ものでございます。その他の固定資産につきまし

ては、増減はございませんでした。 

 また、④の年度末現在高、⑦の減価償却累計額、

⑧の年度末償却未済額が貸借対照表の有形固定資

産と一致しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査いた

だきますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）剰余金の関係ですけれども、

本年度をもって工業用水のこれが終わるというこ

とになりますけども、最終的には２５年度の決算

ということにも関係するんですが、剰余金は建設

改良積立で積んでいくという説明でした。合計で

剰余金額があるんですけども、仮にこの建設改良

という－工業用水にかかわる建設改良という、

積み立ての目的を持った基金を積んでおくという

ことに剰余金を処理するということですが。後々

この基金、あるいは後どういうふうにあの敷地が

使われるかわからんのですが、この剰余金の処理

の仕方、どういうふうに最終的にはしていくのか。

あれが完全にもう使わないよというまでこういう

形に置いておくのか、そこの見解を教えてくださ

い。 

○水道管理課長（元石功一）本年度で会計を閉

じるといったことで、今までの工業用水道事業で

留保してきた現金が１億５千数百万円ございます。

この資金をどうするかということになると思うん

ですが、この資金につきましては、２６年度以降

の施設の維持管理費等に財源として充てたいとい

うふうに考えております。 

 また、もし富士通の跡地にそういった工業用水

を使わない企業が立地された場合、施設がもう不

要となりますので、それの解体撤去費用等に充て

たいというふうに考えております。以上でござい

ます。 

○委員（上野一誠）先に解体撤去費というそう

いう発言は、現段階では発言すべきでない。基本

的には、新しく来る会社がやっぱりこの水を使い

たいという場合も一方ではあるかもしれません。

しゃいも、上水道を使うということには、ないか

もしれないので、そこは十分慎重に扱っていかな

いと、あれだけの施設を、やっぱりいい水ですの

で、有効に使う努力を私はしたほうがいいという
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ふうに思います。 

 それで、２６年度以降の維持管理費用に充てる

ということでありますから、目的を持った基金で

すので、そういう人に合うような形をとっていか

ないと。仮に何かあそこがまた修理が必要な場合

が起きるときには、一般会計からの、あるいは今

のこの会計からの財源では不足するという場合が

生じる可能性があります。だから柔軟にそういう

ものを持っておかないと、後処理としては影響が

あるので、取り扱い上はまだまだ不透明なので、

もうその解体というのはちょっと撤回してもらっ

て、有効に使うという努力をすべきと思うんです

がいかがでしょうか。 

○水道管理課長（元石功一）まだ跡地が不透明

ということは重々わかっております。もしそうい

った水を使う企業が来るといった場合、この工業

用水道の会計を存続する、あるいは立ち上げると

いったときに、この事業が成り立っていくには損

益分岐点といいますか、１日１，０００トンは使

っていただかないと、この工業用水道会計を運営

していくことはなかなか難しいというふうに考え

ておりますので、富士通の後、１，０００トン以

上の企業が来たら、当然この今の施設を十分活用

して、また工業用水道事業会計を再開して運営を

していきたいというふうに考えています。 

○委員（上野一誠）解体の発言は撤回されなか

ったので、やっぱり解体も考えておったんやなと

いうのをつくづく考える。というのは、富士通問

題でちょっと市長が意見を交わしたいということ

の中に、条件としてあそこは水がいいと、そうい

う施設を持っておるというのが市長の考えなんで

す。だから、私ももうそれは同感ですということ

で、仮に工業用水という形でやったにしても、現

に一縷はないにしても、後々どういう会計にする

かは別問題として、工業用水と考えればそうかも

しれんけども、１，０００トン以上と、前も説明

を受けたので。ただ後々有効に使う手だては、僕

は生かされるべきというふうに思うんです。局長、

どうですか。管理課長は解体と言うので。もう局

長の。 

○水道局長（落合正浩）いろんな事業をする中

では解体も含めてそういう財源が必要であるとい

うのは、もう最終的なことは課長が言ったと思っ

ております。 

 今、委員のほうからありましたように、富士通

の撤退に伴いまして跡地利用、それとまた新たな

企業の誘致についても商工観光部のほうでもやっ

ておりますし、我々企業経営としてはもう閉じざ

るを得ないということを今回申し上げておりまし

て、あとのまた企業誘致に伴ういろんな形での施

設の利用というものは、また違う形での検討をし

ていかなければならないと考えております。ただ

し財源としては、こういうふうに収益、剰余金と

いう形で残っておりますから、これはまたいろん

な形で維持管理も含めながら有効に活用する財源

にしていきたいと考えているところでございます。 

○委員（上野一誠）ぜひ、あれも億というお金

をかけて、ああいう水の施設をつくっているので、

慎重に扱いをしながら、この剰余金がやっぱりそ

ういう施設の中で今後も生かされる形で運用をさ

れることを切に要望しておきたいというふうに思

います。以上です。 

○委員長（福田俊一郎）意見、要望です。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決に入りますが、本案については容

与金処分と決算の認定の二つの表決が必要となる

案件でありますので、それぞれについて採決を行

います。 

 まず、本案のうち平成２４年度薩摩川内市工業

用水道事業剰余金処分について採決します。本剰

余金処分を原案のとおり可決すべきものと認める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本剰余金処分は原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 次に、平成２４年度薩摩川内市工業用水道事業

会計決算について採決します。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１１９号

平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算を

議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

１１９号薩摩川内市一般会計決算のうち水道管理

課分につきまして説明をいたします。 

 一般会計決算書の１５９ページをお願いします。 

 ４ 款 ３ 項１ 目 、水 道費 、 支 出 済額 ２ 億

３，９８３万２，０００円で、備考欄のとおり簡

易水道事業及び温泉給湯事業特別会計への繰出金

でございます。 

 次に、２４９ページをお開きください。 

 １３款２項１目、公営企業費、支出済額

３，４７１万１，０８８円で、水道事業会計分へ

の負担金・補助金・出資金でございます。また、

工業用水道事業会計へ、こども手当負担金として

１６万２，０００円支出をしております。 

 以上で一般会計のうち水道管理課分の説明を終

わります。よろしくお願いします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１１９号一般会計歳入歳出決算の

審査を一時中止します。 

 以上で水道管理課・上水道課を終わります。御

苦労さまでした。 

────────────── 

   △下水道課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、下水道課の審査

に入ります。 

 まず、決算の概要について、局長の説明を求め

ます。 

○水道局長（落合正浩）それでは、下水道課の

平成２４年度決算の概要につきまして御説明いた

します。 

 決算附属書の１７３ページをお開きください。 

 一般会計のうち地域下水処理事業は、市内２施

設に係ります維持管理費でございます。 

 次のページ、１７４ページ、小型合併処理浄化

槽整備補助事業ですが、３９４の設置に対し補助

金を交付しております。 

 次の１７５ページ、特別会計への繰出金につき

ましては、記載のとおりでございます。 

 次に、雨水ポンプ場事業は、２ポンプ場の維持

管理経費でございます。 

 次の１７６ページ、都市下水路事業は４都市下

水路の維持管理経費を、下水道管理費は下水道事

業実施に伴う職員・嘱託員の人件費等をそれぞれ

支出しております。 

 次に、漁業集落排水事業は、効果促進事業によ

り手打地区の公共施設３１施設の下水道管への接

続工事を実施しております。 

 続きまして、１７７ページ、公共下水道事業特

別会計につきまして、公共下水道処理施設管理は、

川内地区、上甑地区２カ所の下水処理施設の包括

的民間委託費等が主なものでございます。 

 次に、１７９ページ、公共下水道整備は、平佐

地区の管渠整備、舗装復旧工事等に係る経費でご

ざいます。 

 次に、１８０ページですが、農業集落排水事業

特別会計は、城上地区ほか４施設の維持管理経費

等でございます。各処理区の状況を、次の

１８１ページにかけまして記載しておりますので

御参照ください。 

 続きまして１８３ページ、漁業集落排水事業特

別会計のうち、漁業集落排水処理施設管理は、上

甑平良地区、下甑片野浦地区及び手打地区の排水

処理施設の維持管理費等でございます。 

 次のページ、１８４ページの手打地区漁業集落

排水施設整備は、管路整備、舗装復旧工事費等で

ございます。 

 最後に１８５ページ、浄化槽事業特別会計は、

上甑地域の浄化槽施設の維持管理費等であります。 

 以上で説明を終わります。詳細につきましては、

課長から説明させますので、よろしくお願いいた

します。 

────────────── 

   △議案第１２２号 決算の認定について 
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   （平成２４年度薩摩川内市公共下水道事業 

   特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１２２号平成２４年度薩摩川内市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）下水道課です。よろ

しくお願いします。 

それでは、議案第１２２号決算の認定について、

平成２４年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算について御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算書の２８５ページをお願い

いたします。 

 まず、歳出について御説明いたします。 

 １款１項１目、一般管理費は、公共下水道事業

の管理に要する経費で、支出済額は９，００７万

３２５円であります。内訳につきましては、備考

欄記載のとおり、公共下水道管理費において、宮

里浄化センター等包括的維持管理業務委託ほか

８件、平佐地区マンホール蓋調整工事ほか３件が

主なものであります。 

 なお、各節の不用額につきましては、それぞれ

の実績によるものでありますが、１４節使用料及

び賃借料につきましては、災害時の停電等に対応

するため、バキューム車等の借上料を計上してお

りましたが、災害対応がなかったため予算に対す

る不用額が大きくなったものであります。 

 次に、２款１項１目、施設整備費は、公共下水

道事業の整備に要する経費で、支出済額は１億

３９９万４５２円であります。内訳につきまして

は、備考欄記載のとおり、職員給与費及び（単）

平佐地区汚水枝線管渠築造工事（２３－２）ほか

２３件が主なものであります。 

 なお、２２節、補償・補填及び保証金の不用額

につきましては、汚水管の埋設費の調整によりガ

ス及び水道管の移設を抑えられたことによるもの

であります。 

 ま た 、 翌年 度 への 繰越 明 許 費 ７８ ０ 万

１，０００円は、平佐地区で実施しております公

共下水道事業舗装復旧工事に係るもので、施工場

所が住宅密集地であり、発注済の他工事との調整

並びに工事がふくそうすることによる市民生活へ

の影響を避けるため繰り越したもので、本年７月

末で全て完了しております。 

 次に、３款１項、公債費の支出済額は、１目、

元金及び、次のページになりますが、２目、利子

の合計で３億２，０４８万９，４３６円でありま

す。内訳につきましては、備考欄記載のとおりで

あります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき２８１ページをお開きく

ださい。 

 １款２項１目１節、公共下水道事業負担金の収

入済額は２，０５７万１，４００円で、内訳につ

きましては、備考欄記載のとおり、川内処理区の

公共下水道事業受益者負担金であります。収入未

済額１７０万８，６００円は、滞納繰越分として、

現在、徴収に努めているところであります。 

 次に、２款１項１目１節、公共下水道施設使用

料の収入済額は１億３４２万３，８７０円で、内

訳につきましては、備考欄記載のとおり川内処理

区及び上甑処理区の公共下水道施設使用料であり

ます。収入未済額５６３万７，１９０円は、滞納

繰越分として、現在、徴収に努めているところで

あります。 

 な お 、 平 成 ２ ４ 年 度 に お い て １ ３ 万

３，３８０円を不納欠損処理しております。 

 次に、同目２節、公共下水道施設占用料の収入

済額は１万４，４００円であります。 

 次に、同款２項１目１節、指定等手数料の収入

済額は６０万２，８００円であります。 

 次に、同項２目１節、督促手数料の収入済額は

８万７，７００円であります。収入未済額１０万

６，６００円は、先ほど御説明いたしました施設

使用料に係ります督促手数料であります。 

 なお、平成２４年度において３，３００円を不

納欠損処理しております。 

 次に、２８３ページをお開きください。 

 ３款１項１目１節、公共下水道事業費補助金の

収入済額は１，６９０万５，０００円で、内訳に

つきましては、備考欄記載のとおり公共下水道事

業費補助金で、全額前年度繰越明許費分でありま

す。 

 次に、４款１項１目１節、一般会計繰入金の収

入済額は３億１，２７９万７，７５５円で、内訳

につきましては、備考欄記載のとおり一般会計繰

入金であります。 

 次に、５款１項１目１節、前年度繰越金の収入
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済額は９８２万９，４８０円で、内訳につきまし

ては、備考欄記載のとおり繰越事業費等財源充当

繰越金であります。 

 次に、６款２項１目１節、雑入の収入済額は

１２１万８，８０８円で、内訳につきましては、

備考欄記載のとおり原子力立地給付金及び道路改

良工事に伴う下水道管の移設補償金が主なもので

あります。 

 最後に、７款１項１目１節、公共下水道事業債

の 収 入 済 額 は ５ ， ５ ０ ０ 万 円 で 、 う ち

５，１９０万円は、備考欄記載のとおり前年度繰

越明許費分であります。 

 それでは、２８９ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入歳出差引額

５９０万１，０００円は、全額翌年度へ繰り越し

すべき財源の繰越明許費繰越額であり、平成

２４年度の実質収支額はゼロ円であります。 

 以上で、議案第１２２号決算の認定について、 

平成２４年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算についての説明を終わります。よろ

しく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）１点、この２８６ページ

の公共下水道施設整備費職員給与費のこの１人分

の階級だけ教えてください。 

○下水道課長（須田徳二）２款１項１目、施設

整備費の職員給与費の階級といいますか、職につ

きましては、グループ長であります。 

 備 考 欄 記載 に 職員 給与 費 １ ， ０１ ０ 万

３，０００円ということで記載されておりますが、

これは一般の職員、今御説明いたしました職員給

与費とその他手当等なんですが、これに時間外勤

務手当等がこの整備費についておりますので、時

間外手当等については全職員でカバーしていると

いうことで、これ自体が１人の職員給与費という

ことではございません。 

○委員（大田黒 博）後半のところをもう一回

お願いします。 

○委員長（福田俊一郎）内訳を示してください。 

○下水道課長（須田徳二）備考欄記載の職員給

与費の１名分という１，０１０万３，５２９円の

内 訳 に つ き ま し て は 、 給 料 が ４ ３ ４ 万

３，１００も記載されているんだと。手当等が

４２４万８，６７２円で共済費等が含まれており

ますが、手当等の中に時間外勤務手当が入ってお

りまして、給与費は１名分なんですが、時間外勤

務手当につきましては、全職員でこの事業をカ

バーしているということになっております。以上

です。 

○委員（大田黒 博）ほかは何名ですか。 

○下水道課長（須田徳二）整備グループでして

おりますので、５名でやっております。 

○委員（大田黒 博）意見として。もう少し備

考欄の書き方を詳細にといいますか、わかりやす

くお願いします。 

○委員長（福田俊一郎）意見ということで、よ

ろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１２３号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市農業集落排水事 

   業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１２３号

平成２４年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

１２３号決算の認定について、平成２４年度薩摩

川内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついて御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算書の２９８ページをお開き

ください。 
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 まず、歳出について御説明いたします。 

 １款１項１目、一般管理費は、農業集落排水事

業 の 管 理 に 要 す る 経 費 で 、 支 出 済 額 は

３，４７８万８，１７９円であります。内訳につ

きましては、備考欄記載のとおり、農業集落排水

管理費において里浄化センター外維持管理業務委

託ほか１２件と、備考欄に記載してありませんが、

里浄化センターほか４浄化センターの光熱水費及

び修繕料等が主なものになります。 

 なお、各節の不用額につきましては、それぞれ

の実績によるものでありますが、先ほども御説明

しましたとおり、１４節使用料及び賃借料につき

ましては、災害時の停電等の対応にバキューム車

等の借上料を計上しておりましたが、災害対応が

なかったため予算に対する不用額が大きくなった

ものであります。 

 次に、３款１項、公債費の支出済額は、１目、

元 金 、 及 び ２ 目 、 利 子 の 合 計 で 、 １ 億

９，０００万３，９０９円であります。内訳につ

きましては、備考欄記載のとおり、１目、元金

１ 億 ５ ， ８ ０ ４ 万 ５ ， ６ ２ １ 円 の う ち

１，７４０万円は公的資金補償金免除繰上償還金

であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき２９４ページをお開きく

ださい。 

 １款１項１目１節、農業集落排水事業分担金の

収入済額は２３万円で、内訳につきましては、備

考欄記載のとおり、城上処理区及び祁答院中央処

理区の農業集落排水事業分担金であります。 

 次に、２款１項１目１節、農業集落排水施設使

用料の収入済額は４，８６７万６０円で、内訳に

つきましては、備考欄記載のとおり、城上処理区

ほか４処理区の農業集落排水施設使用料でありま

す。収入未済額９２万１，０３０円は、滞納繰越

分として、現在、徴収に努めているところであり

ます。 

 なお、平成２４年度において２万９，８５０円

を不納欠損処理しております。 

 次に、同目２節、農業集落排水施設占用料の収

入済額は１万２，０００円であります。 

 次に、同款２項１目１節、指定等手数料の収入

済額は５万２，０００円であります。 

 次に、２９６ページをお開きください。 

 同項２目１節、督促手数料の収入済額は２万

８，１００円であります。収入未済額１万

９，７００円は、先ほど御説明いたしました施設

使用料に係ります督促手数料であります。 

 なお、平成２４年度において１，２００円を不

納欠損処理しております。 

 次に、４款１項１目１節、一般会計繰入金の収

入済額は１億５，８０５万９，９０２円で、内訳

につきましては、備考欄記載のとおり一般会計繰

入金であります。 

 次に、５款１項１目１節、前年度繰越金の収入

済額は６，２７０円で、内訳につきましては、備

考欄記載のとおり前年度からの純繰越金でありま

す。 

 次に、６款２項１目１節、雑入の収入済額は

３３万３，７５６円で、内訳につきましては、備

考欄記載のとおり原子力立地給付金であります。 

 最後に、７款１項１目１節、農業集落排水事業

債の収入済額は１，７４０万円で、内訳につきま

しては、備考欄記載のとおり、祁答院中央地区の

農業集落排水事業債で過去に借り入れた高利率分

の繰上償還に係るものであります。 

 それでは、３００ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額から歳出総

額を差し引いた実質収支額はゼロ円であります。 

 以上で、議案第１２３号決算の認定について、

平成２４年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算についての説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）２３年度に比べて全体でい

いですから、パーセントでも個数でもいいんです

が、この農業集落の加入率の成果というのは、幾

らか成果が２４年度内にあったんですか。覚えて

ませんか。 

○下水道課長（須田徳二）数字的なものについ

て、課長代理に答弁させます。 

○課長代理（橋口卓巳）農業集落排水事業の加

入率につきましては、現在、２４年度末で

１，４３９件になっております。２３年度末が

１，４２６件です。都合１３件の増でありますが、

経過としまして、大部年月をたった段階で、接続
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の推進等をやっているおかげで入っていただいた

件数が１３件数があるのが大きいと見るか小さい

と見るかはちょっと判断しかねるところですが、

伸びてはいっているところです。以上です。 

○委員（上野一誠）これまでの当初設置をした

背景からすると、１３件というのは推進の努力が

あったというふうに理解をしたほうがいいのかも

しれませんね、状況は。また、意見・要望として、

加入率のそういう努力をお願いしておきたいと思

います。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

○委員（大田黒 博）同じ集落排水の５地区の

加入率を教えてもらえませんか。 

○課長代理（橋口卓巳）平成２４年度末の加入

率というか、接続戸数を調べておりますので。 

 まず、城上地区が９１．１％、大馬越地区が

６５．９％、入来中部地区が５８．２％、祁答院

中央地区が１０８．３％、里地区が９７．１％で

す。１００％を超える理由につきましては、当初

計画しておりました計画戸数というものが、例え

ば１００件ありましたら、その地区に開発もしく

はアパート等ができまして、当然計画戸数が上回

っていく形になるんですけれども、計画戸数が全

員つないだということではありませんので、カウ

ントの仕方によってそのような数字が出ているこ

とと御理解ください。以上です。 

○水道局長（落合正浩）概要説明で申し上げま

したけれども、附属書の中の１８０ページと

１８１ページに、５地区の状況をお示ししており

ます。 

 １８０ページを見ていただきますと、一番下の

欄でございますが、項目の上から１２番目に加入

率（Ｂ）、（Ａ）というのがございます。これに

率が載っておりますし、それぞれの個数も載って

おりますので御参照いただきたいと思います。 

○委員（大田黒 博）わかりました。 

 ただ環境面を含めたときに、加入率の状況を見

てみますと、まだまだ推進していかなければなら

ないところが多々あると思うんですが、祁答院に

おいては今説明がありました。ほかの地区におき

ましても、全体を含めて、加入しようと思えば今

どのぐらいかかるんですか、１戸数。わかります

か。 

○下水道課長（須田徳二）接続の費用について

のお尋ねだと思います。 

 これにつきましては、前からちょっとお話もし

てあるんですが、状況によってそれぞれいろんな

パターンがあるということで、なかなか幾らとい

うことは言えないのですけれども。前回の常任委

員会でもありましたとおり－持原議員のほうか

らもありましたとおり、そういったことを知らな

いと、接続しようと思っても幾らお金がかかるか

わからないというようなこともございましたので、

主としてこの場所が幾らというのは言えないので

すけれども、市が今、公共下水道全てでやってい

る事業の中で、申請を受けた段階で工事費を申請

の中に出してきますので、その金額の最高、最低、

平均という形で今後お示ししていこうと考えてお

りますが。 

 今、市民の方々にこれからそういった形でお示

ししようとしている金額につきましては、先ほど

言いました、市のほうで申請を受けている金額の

場合で、くみ取り便所の場合、平均で４４万円で

す。最低で１０万円、最高で２００万円というこ

とになります。単独浄化槽からの切りかえにつき

ましては、平均が３８万円、最低が９万円で最高

が９３万円ということです。 

 この合併浄化槽からの切りかえということにつ

きましては、平均で２３万円、最低が６万円、最

高が９５万円ということで、これにつきましては

平均を大体頭に浮かべていただきたいのですけれ

ども、最高になりますといろんな形がありますの

で、今申し上げたのでも、単独からより合併浄化

槽からのほうが最高の額は大きいということ等も

ありましてわかりにくいというのもありますが。

これにつきましては、平均は当然ずっと下がって

くるわけですので、そこの辺を目安に説明をして

いきたいということで考えております。以上です。 

○委員（大田黒 博）一つは、浄化槽に加入し

ようかと思われる方が、確認があったり聞かれた

りするのですけども、そうしたときにはそちらの

ほうに確認すれば、算出はできるわけですか。 

○下水道課長（須田徳二）個人的にその場所を

算出するというのは、業者間でも単価が違います

し、いろんなことがございますので、今申し上げ

ましたとおり、平均ではこういうことになってま

すと、あとはこれまでも申し上げていますとおり、

排水設備工事店というのが市内にありますので、
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そこを紹介して見積もりを－知ってしていらっ

しゃるところがあれば、そこに見積もりを、とっ

ていただくというのが一番いいことだと思ってお

ります。以上です。 

○委員（上野一誠）地元入来が非常に悪いので

すが、私はこの集落の予算をするたびに心苦しい

のですが。やっぱりこの原因は何か。これは原因

があるんですよ、こういうようになっている原因

が。町議会でも十分指摘をしたんですけども。や

るときに住民の加入率の把握というものを全くし

てないで、とりあえず本管を入れていくという形

になってたもんだから。そういうことでは、この

事業は－大変かかりますから、これは多分、相

当－大馬越地域なんか１件当たりは、県下で単

価が一番高いですよ。大変な事業を入れたんです。

だから結果的にやってはみたが、こういう状態だ

と。あと、その体制の問題ですよね。今１３件ふ

えましたという－水道局そのものが、これに向

けて加入率を高める体制ということは、やっぱり

時間が必要なわけです。加入が、どの人たちが地

域におって、してるかしてないかという把握もせ

ないかんし。体制あるいは業者に工事はしてもら

うんですけど、集中的に－この入来って誰が住

んでるかわからんけど、入来というところは集中

的に、加入促進をお願いしていくという一つのプ

ロセスを立てて御相談をしていく、何かそういう

体制づくりもしていかないと、今のままではそん

なに動かないと思います。 

 だから今、大田黒委員が大体それを協力すると

すれば、おまんさぁげぇは、どれぐらいかかっど

というものが把握できないもんだから、加入に対

する気持ちが向いていかない。そういうものがあ

るんじゃないかと思うので、毎年毎年この数字が、

似たような数字で、合併して８年間来ているので、

何かそこはもう違う形で検討はお願いできないか

思うんですが。 

○下水道課長（須田徳二）今の委員からも御質

問なんですが、まさしく市のほうとしましてもそ

ういったことを実感しておりまして、今年度、前

も少し申し上げましたけれども、接続推進行動計

画というのを下水道課内で今検討中でございます。

その中でどういう原因があってとか、そういうの

を全部つぶした上で、それぞれ戸別訪問ないしい

ろんな支援策とかそういうのも全部検討した上で、

３年間で薩摩川内市全体になりますけれどもそれ

を伸ばそうと。今の目標で６％ということで考え

ておりますけれども、そういったことで考えてお

りますので、御了解いただきたいと思います。 

○委員（上野一誠）ぜひそういう形で行動しな

いと、なかなか動いていかないと思います。ぜひ

そのことはそう動いていただくように、ひとつ委

員会のほうにも要望しておきます。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１２４号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市漁業集落排水事 

   業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１２４号

平成２４年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

１２４号決算の認定について、平成２４年度薩摩

川内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついて御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算書の３０９ページをお開き

ください。 

 まず、歳出について御説明いたします。 

 １款１項１目、一般管理費は、漁業集落排水事

業 の 管 理 に 要 す る 経 費 で 、 支 出 済 額 は

１，２９７万５，７１４円であります。内訳につ

きましては、備考欄記載のとおり、漁業集落排水

管理費において、片野浦浄化センターほか維持管

理業務委託ほか８件と、備考欄に記載はありませ
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んが、片野浦浄化センターほか２浄化センターの

光熱水費及び使用料及び修繕料等が主なものであ

ります。 

 なお、各節の不用額については、それぞれの実

績によるものでありますが、１４節、使用料及び

賃借料について、災害時の停電等に対するバキ

ューム車等の借り上げを計上しておりましたが、

災害対応がなかったため未執行となったものであ

ります。 

 次に、２款１項１目、施設整備費は漁業集落排

水事業の整備に要する経費で、支出済額は２億

１，９４２万５，１４３円であります。内訳につ

きましては、備考欄記載のとおり、漁業集落排水

施設整備費において、職員給与費、工事積算業務

委託、手打地区舗装工事（２３－１）ほか１９件

及び管路工事に伴う水道管仮設工事補償等が主な

ものであります。 

 なお、２２節、補償・補填及び補償金の不用額

については、汚水管の埋設位置の調整により水道

管の仮設工事補償が抑えられたことによるもので

あります。 

 また、翌年度への繰越明許費２，５５１万

１，０００円は、手打地区で実施しております漁

業集落排水事業管路工事及び舗装復旧工事に係る

もので、工事箇所は道路幅員も狭く、発注済の他

工事との調整並びに工事がふくそうすることによ

る地域住民への影響を避けるため繰り越したもの

で、本年１２月末で全ての工事を完了する予定と

しております。 

 次に、３款１項、公債費の支出済額は、１目、

元金及び、次のページになりますが、２目、利子

の合計で５，５１６万７２円であります。内訳に

つきましては、備考欄記載のとおりであります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき３０５ページをお開きく

ださい。 

 １款２項１目１節、漁業集落排水事業分担金の

収入済額は４４８万円で、内訳につきましては、

備考欄記載のとおり、手打処理区の漁業集落排水

事業分担金であります。 

 次に、２款１項１目１節、漁業集落排水施設使

用料の収入済額は１，１６０万３，６１０円で、

内訳につきましては、備考欄記載のとおり、上甑

処理区ほか２処理区の漁業集落排水施設使用料で

あります。収入未済額１３万２，５５０円は、滞

納繰越分として、現在、徴収に努めているところ

であります。 

 次に、同目２節、漁業集落排水施設占用料の収

入済額は９，０００円であります。 

 次に、同款２項１目１節、確認手数料の収入済

額は３８万円であります。 

 次に、同項２目１節、督促手数料の収入済額は

７，１００円であります。収入未済額５００円は、

先ほど御説明しました施設使用料に係ります督促

手数料であります。 

 ３款１項１目１節、漁業集落排水事業補助金の

収入済額は９，１２３万２，０００円で、内訳に

つきましては、備考欄記載のとおり手打地区の漁

業集落排水事業補助金で、うち８，４５０万

７，０００円は前年度繰越明許費分であります。 

 また、収入未済額１，０７７万５，０００円は、

先ほど歳出で御説明しましたとおり、平成２５年

度へ事業を繰り越したことに伴うものであります。 

 次に、３０７ページをお開きください。 

 ４款１項１目１節、一般会計繰入金の収入済額

は９，６０５万２，１２１円で、内訳につきまし

ては、備考欄記載のとおり一般会計繰入金であり

ます。 

 次に、５款１項１目１節、前年度繰越金の収入

済額は２，２８１万５，０００円で、内訳につき

ましては、備考欄記載のとおり、繰越事業費と財

源充当繰越金であります。 

 次に、６款２項１目１節、雑入の収入済額は

３５５万１，０９８円で、内訳につきましては、

備考欄記載のとおり、原子力立地給付金と消費税

及び地方消費税還付金が主なものであります。 

 最後に、７款１項１目１節、漁業集落排水事業

債 の 収 入 済額 は ６， ４６ ０ 万 円 で、 う ち

６，１２０万円は、備考欄記載のとおり繰越明許

費分であります。 

 それでは、３１３ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入歳出差引額

７１６万９，０００円は、全額、翌年度へ繰り越

しすべき財源の繰越明許費繰越額であり、平成

２４年度の実質収支額はゼロ円であります。 

 以上で、議案第１２４号決算の認定について、

平成２４年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算についての説明を終わります。よ
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ろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１２５号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市浄化槽事業特別 

   会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）次に、議案第１２５号

平成２４年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入

歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

１２５号決算の認定について、平成２４年度薩摩

川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算について

御説明いたします。 

 各会計歳入歳出決算書の３２０ページをお開き

ください。 

 まず、歳出について御説明いたします。 

 １款１項１目、一般管理費は上甑地域の市設置

型浄化槽の管理に要する経費で、支出済額は

９７７万８，４２２円であります。内訳につきま

しては、備考欄記載のとおり、浄化槽管理費にお

いて、上甑地域戸別合併処理浄化槽維持管理業務

委託が主なものであります。 

 なお、各節の不用額については、それぞれの実

績によるものであります。 

 次に、３款１項、公債費の支出済額は、１目、

元 金 及 び ２ 目 利 子 の 合 計 で 、 ５ ０ ７ 万

６，４８６円であります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき３１８ページをお開きく

ださい。 

 ２款１項１目１節、浄化槽排水施設使用料の収

入済額は７１６万６，５１０円で、内訳につきま

しては、備考欄記載のとおり、上甑地域の浄化槽

排水施設使用料であります。収入未済額１１万

６，４００円は、滞納繰越分として、現在、徴収

に努めているところであります。 

 次に、同款２項２目１節、督促手数料の収入済

額は１，８００円であります。収入未済額

２，２００円は、先ほど御説明いたしました施設

使用料に係ります督促手数料であります。 

 次に、４款１項１目１節、一般会計繰入金の収

入済額は７６７万７，２４８円で、内訳につきま

しては、備考欄記載のとおり一般会計繰入金であ

ります。 

 最後に、５款１項１目１節、前年度繰越金の収

入済額９，３５０円で、内訳につきましては、備

考欄記載のとおり前年度からの純繰越金でありま

す。 

 それでは、３２２ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額から歳出総

額を差し引いた実質収支額はゼロ円であります。 

 以上で、議案第１２５号決算の認定について、

平成２４年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入

歳出決算についての説明を終わります。 

 よろしく御審査賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（持原秀行）浄化槽事業特別会計のこの

事業は、平成２１年度で完了したということで、

２４年度、昨年は江石、小島、瀬上、桑之浦地区

で行ったということで、これ以前も私は使用料の

関係とか維持管理の件で指摘したところもあった

んですが。実質昨年まで江石地区とかこういうと

ころで事業をやって、５人槽なり何人槽なのかは

わかりませんけれども、そこらあたりの例えば人

槽の区分とか、そういったような工事費とか、そ

れはわかるんですか。 

 要はどういったような人槽区分とか、そういう

のが主なのかどうか、そこだけちょっと教えても

らえますか。 
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○下水道課長（須田徳二）詳細の人槽の戸別の

基数はわからないんです。ほとんどは５人槽で構

成されております。 

○委員（持原秀行）それは、敷地に浄化槽を入

れるところがあればそういうことができたと思う

んですけれども、ここの中で例えば浄化槽にまだ

されてなくて、くみ取りとかそういうところが実

質まだあるんですか。 

○下水道課長（須田徳二）主幹のほうに答弁さ

せます。 

○主幹（今村淳一）敷地の関係で浄化槽を希望

されたところでも入らないところが数件ございま

して、そういうところはくみ取りのままというこ

とになっております。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました、議案第１１９号平成２４年度薩

摩川内市一般会計歳入歳出決算を議題といたしま

す。 

 当局の補足説明を求めます。 

○下水道課長（須田徳二）それでは、議案第

１１９号平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算のうち、下水道課分について御説明いたし

ます。 

 各会計歳入歳出決算書の１５７ページをお開き

ください。 

 まず、歳出について御説明いたします。 

 一番下になりますけれども、４款２項４目、地

域下水処理費は、下水処理施設の維持管理及び小

型合併処理浄化槽設置に係る補助金交付等に係る

経 費 で 、 支 出 済 額 は ２ 億 ２ ， ６ ４ １ 万

４，９０２円であります。内訳につきましては、

次のページの１６０ページの備考欄になります。 

 下水道処理施設管理費において、永利浄化セン

ター維持管理業務委託ほか４件と鹿島浄化セン

ター回転円板取替工事ほか１件、小型合併処理浄

化槽整備補助事業費において、小型合併処理浄化

槽設置整備事業補助金３９４件、浄化槽費におい

て、浄化槽事業特別会計繰出金が主なものであり

ます。 

 各節の不用額につきましては、それぞれの実績

によるものでありますが、１９節、負担金補助及

び交付金の不用額１，７８０万４，６９２円は、

小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金の実績に

よるもので、１月以降の申請が特に少なかったこ

とによるものであります。 

 次に、１７３ページをお開きください。 

 ６款３項４目、農業集落排水費は、農業集落排

水事業特別会計への繰り出しに要する経費で、支

出済額は１億５，８０５万９，９０２円でありま

す。内訳につきましては、備考欄記載のとおり農

業集落排水事業特別会計繰出金であります。 

 次に、１７９ページをお開きください。 

 ６款５項５目、漁業集落排水費は、漁業集落排

水事業手打地区内の公共施設の接続工事に要する

経費及び漁業集落排水事業特別会計への繰出金で、

支出済額は１億３，２０５万２，１２１円であり

ます。内訳につきましては、備考欄記載のとおり、

手打地区排水設備工事（２３－２）ほか４件と、

漁業集落排水事業特別会計繰出金であります。 

 ２ ８ 節 、繰 出 金の 繰越 明 許 費 ２１ ６ 万

７，０００円は、漁業集落排水事業特別会計にお

ける手打地区漁業集落排水事業の繰り越しに伴う

ものであります。 

 次に、２０１ページをお開きください。 

 ８款５項４目、下水道費の支出済額は４億

２，１０９万６，１８８円であります。内訳につ

きましては、備考欄記載のとおり、下水道管理費

において、排水設備検査等嘱託員報酬、職員給与

費、日本下水道協会会費ほか８件、ポンプ場管理
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費において、中郷ポンプ場４号駆動エンジン分解

修繕、中郷・平佐ポンプ場維持管理業務委託ほか

３件、公共下水道費において、公共下水道事業特

別会計繰出金が主なものであります。 

 また、各節の不用額については、それぞれの実

績によるものであります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき２１ページをお開きくだ

さい。 

 １４款１項３目、衛生使用料の１節、衛生使用

料の収入済額は、２，９７２万３，７０５円のう

ち下水道課分は２，１０９万８，１００円であり

ます。内訳につきましては、次の２４ページの備

考欄の記載になります。永利処理区及び鹿島処理

区の下水道施設使用料が主なものであります。 

 収入未済額４６万１，８１０円は全額下水道課

分で、滞納繰越分として、現在、徴収に努めてい

るところであります。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １４款１項６目、土木使用料の３節、都市計画

使用料の収入済額４，４２５万６，９５７円のう

ち下水道課分は７，６３０円であります。内訳に

つきましては、備考欄記載のとおり都市下水路占

用料であります。 

 次に、３５ページをお開きください。 

 １４款２項３目１節、衛生手数料の収入済額

６，０３６万７９１円のうち下水道課分は２万

６，７００円であります。内訳につきましては、

備考欄記載のとおり、排水設備計画確認等手数料

が主なものであります。 

 次に、同目、衛生手数料の２節、督促手数料の

収入済額２万５，５００円は全額下水道課分で、

収入未済額６，９００円は、先ほど御説明いたし

ました衛生使用料に係ります督促手数料でありま

す。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 １５款２項３目、衛生費補助金の２節、清掃費

補助金の収入済額３，７５９万４，０００円は、

全額下水道課分であります。内訳につきましては、

備考欄記載のとおり、小型合併処理浄化槽設置整

備事業補助金に係ります国の循環型社会形成推進

交付金であります。補助率は、本土が３分の１、

甑島が２分の１であります。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 １６款２項３目、衛生費補助金の３節、清掃費

補助金の収入済額３，０５７万５，０００円は、

全額下水道課分であります。内訳につきましては、

備考欄記載のとおり、小型合併処理浄化槽設置整

備事業補助金に係る県の浄化槽事業交付金であり

ます。 

 なお、補助率につきましては、基本補助率、本

土分３分の１、離島分４分の１が市の財政力指数

により調整され、平成２４年度の実質の補助率は、

本土分が２２％、甑島分が１６．５％となってお

ります。 

 次に、５５ページをお開きください。 

 １６款２項４目、農林水産業費補助金の４節、

水 産 業 費 補助 金 の収 入済 額 ７ ， ２６ １ 万

４，０００円のうち下水道課分は４，２９３万

６，０００円であります。内訳につきましては、

次の５８ページの備考欄記載のとおり漁業集落排

水施設整備促進交付金で、うち４，１５０万

３，０００円は前年度繰越明許費分であります。

収入未済額２１６万７，０００円は全額下水道課

分であり、平成２５年度に事業を繰り越したこと

に伴うものであります。 

 次に、６５ページをお開きください。 

 １７款１項２目１節、利子及び配当金の収入済

額１，３２５万９，９５６円のうち下水道課分は

１万２，９１５円であります。内訳につきまして

は、次の６８ページの備考欄、下から９行目にあ

りますとおり、下水道整備貸付金利子収入であり

ます。 

 続きまして、財産の管理状況について御説明い

たしますので、４３２ページをお開きください。 

 基金の表中、運用基金の一番下になります下水

道整備貸付金が下水道課で管理している基金であ

ります。基金の総額は１億２，０００万円で、平

成２４年度中の増減はありません。 

 次に、基金の運用状況について御説明いたしま

すので、４４１ページをお開きください。 

 下水道整備貸付金は、下水道への接続を推進す

るため無利子の貸付制度として運用しております。

貸し付けの対象は、下水道施設へ接続するための

排水設備改造工事に係る経費であります。 

 本基金の運用状況でありますが、（５）の貸付

の状況のとおり、平成２４年度中の貸し付けは川

内地域の４件で、貸付額の総額は２８８万
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７，０００円でありました。 

 また、２４年度末の基金の貸付金額は、（６）

の基金の３月末現在のとおり１，１３７万

６，１００円であり、現金残高は１億８６２万

３，９００円となっております。 

 下水道整備貸付基金は、市内の下水道事業区域

における既設のくみ取り便所及び排水設備を改造

するものに対し必要な資金の貸し付けを行い、下

水道への接続促進を図ることを目的としている基

金でございます。 

 以上で、議案第１１９号平成２４年度薩摩川内

市一般会計歳入歳出決算のうち下水道課分につい

ての説明を終わります。よろしく御審査賜ります

ようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

○下水道課長（須田徳二）先ほど持原委員から

質問のあった上甑地区の合併浄化槽の設置状況で

ございます。５人槽が１７９基、７人槽が２０基、

１０人槽が４基、計２０３基を平成１５年度から

２１年度までで整備しております。以上でござい

ます。 

○委員長（福田俊一郎）持原委員、よろしいで

すか。 

○委員（持原秀行）あと、つないでいないとこ

ろ、これは戸数把握されて、もうそのままという

ことですか。それとも、こういう補助事業がある

から、これにのっとって、どうにかお願いできま

せんかということで推進されていくおつもりなの

か、そこだけちょっと聞かせてください。 

○下水道課長（須田徳二）現在、新規で合併浄

化槽を取りつけられたところが３件あるというこ

とであります。持原委員の質問は、設置した基数

のうちで未接続が何件あるかということで、それ

をまだしていくかということでございますか。 

○下水道課長代理（橋口卓巳）整備をしたとこ

ろの未設置というか、その当時、設置してないく

み取り等の数については、正確な数字は把握して

おりませんが、合併浄化槽に補助金が出るという

ことで、それを使って整備していただくようにお

願いはしているところです。ですので、現在それ

以降に３件ほど整備している方がいらっしゃいま

して、合併浄化槽の整備になっております。整備

期間は終わっておりますので、どうしても個人の

設置ということになってくる関係上、個人負担の

分を補助する合併浄化槽補助金を出しているとこ

ろであります。以上です。 

○委員（持原秀行）私は、合併してからの甑の

方面というのは、漁業集落とか農業集落とか、そ

ういう浄化槽事業できちっと水環境においては全

てされているものだという思い入れがあったわけ

です。ですから、海の水とかきれいな環境を守る

ためには、そういう事業が非常に大事なことにな

ってくると思いますので、ぜひそういう対策を事

あるごとにとっていただいて、水環境整備に力を

入れていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（福田俊一郎）ただいまの持原委員の

質疑につきましては、議案第１２５号平成２４年

度薩摩川内市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算に

ついての質疑ということで整理をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、下水道課を終わります。御苦労さまで

した。 

 ここで休憩いたします。再会はおおむね１時と

いたします。 

～～～～～～ 

午後０時休憩 

～～～～～～ 

午後１時開議 

～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

   △建設政策課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設政策課の審

査を行います。 

まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、ただいまか

ら建設部の審査、よろしくお願いを申し上げます。 

 まず、建設部の全体的な話といたしまして、平

成２４年度一般会計によります予算額が６３億

９，４８９万１，０００円でございます。それに

対 し ま し て決 算 額が ５０ 億 ８ ， ６０ ２ 万
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３，９５８円で、執行率が７９．５３％でありま

した。 

 執行率が低い理由といたしましては、３月補正

のときに建設維持課のほうに幹線道路の舗装の国

の予算、あるいは後、２億ほどのものがありまし

て、建設維持課のほうに５億円ほどの３月補正で

ありました。それの繰り越しと、建設整備課の横

馬場田崎線の継続費に係る繰り越しなどが大きな

要因でございます。各課、室、適正な執行に努め、

建設業協会の景気回復の一助となるように早期発

注に努めてまいったところでございます。 

 あと２、３、不用額の大きなものがございます

けれども、建設維持課の国の内示が急に減額され

たものに伴います不用額とか、工事請負費の中で

最後まで変更が想定されるようなところにおいて、

予算を握っておって、結果的に変更に至らなかっ

たというもので、執行忘れなどの人為的なミスと

いうものはございませんでしたことを報告させて

いただきます。 

 それでは早速、建設政策課から御説明をさせて

いただきます。決算附属書の１２５ページから

１２６ページについて、建設政策課でございます。 

 建設政策課といたしましては、部内の庶務、会

計事務の総轄等を実施しているほか、国・県事業

の実施に係る事業調整や要望活動などに努めてき

ております。 

 平成２４年度の主な成果といたしましては、川

内川の改修につきまして激特事業が完了後、川内

川の大小路地区の事業に対する要望とかそういう

ものに努めてまいっております。また、南九州西

回り自動車道につきましては、何回も御説明いた

しましたけれども、３月に一部供用があったり、

川内隈之城道路につきましては、２６年度中の供

用開始を目指して関係機関と協議を進めていると

ころであります。 

 また、県の事業でありますけれども、甑島の藺

牟田瀬戸架橋事業につきましても、関係機関との

調整に努めているところでございます。 

 詳細につきましては、本野課長のほうから説明

がございますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１１９号一般会計歳入歳出決算について、当局の

補足説明を求めます。 

○建設政策課長（本野啓三）それでは、建設政

策課に係る平成２４年度の歳入歳出決算について

御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、決算書

の１８７ページをお開きください。 

 ８款１項１目、土木総務費、支出済額２億

６，９７８万９，４４８円は、職員の人件費など

一般管理経費及び道路関係の要望活動等に要した

経費でございます。 

 主なものとして、建設部の職員３１名分の職員

給与費や、負担金として県市町村社会基盤整備推

進協議会負担金ほか７件があり、負担金額はそれ

ぞれの各期成会・協議会等で決定した均等割、人

口割等で積算されております。 

 次に不用額でございますが、３節、職員手当等

で１３３万２，９４６円があります。これは時間

外勤務手当の執行残１２６万５，６４３円が主な

ものでありまして、建設部全体の時間外勤務手当

のほとんどを建設政策課に予算措置されており、

各課に配分されたものの不要残の積み上げとなっ

たものでございます。 

 次に、１９３ページをお開きください。 

 ８款３項１目、河川総務費では、備考欄の河川

管理費のうち建設政策課分は支出済額１４７万

４，６１０円で、河川改修関係の要望活動や会議

出席に要した経費であり、主なものとして川内川

下流改修促進期成会への負担金と川内市街部改修

促進期成会への補助金であります。 

 次に、１９５ページをお開きください。 

 ８款４項１目、港湾総務費では、備考欄の港湾

総務費のうち建設政策課分は支出済額３６万

１，１２０円で、港湾関係の要望活動や会議出席

に要した経費で、日本港湾協会負担金ほか２件の

負担金が主なものでございます。 

 次は、同ページの続きになります。 

 ８款５項１目、都市計画総務費では、建設政策

課分は次の１９７ページ、備考欄上から１２行目

記載の南九州西回り自動車道建設促進事業費の支

出済額２２６万９，４９０円であります。内訳は、

年度末の３月２日に実施いたしました水引イン

ターから高江インター間の開通イベント開催に要
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した経費ほか、同自動車道の建設促進に係る要望、

関係機関との協議調整に要した経費が主なもので

ございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 決算書では、７５ページの最下段になります

２１款５項４目、雑入でございます。建設政策課

の歳入では、雑入の収入未済の旧東郷町道工事請

負費返納金がございます。 

 詳 細 に つき ま して は、 決 算 資 料１ の 、

２２２ページの上の表、下から６行目の収入未済

額の状況のとおりであり、調定額、収入未済額、

同額の２，５１７万２，０００円であり、旧東郷

町時代に二重払いとなった工事請負代金でありま

す。昨年の９月とことしに入り、３月に配達証明

で催告書を送付しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設政策課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

   △建設整備課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設整備課の審

査に入ります。 

まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設整備課

の概要について御説明をさせていただきます。 

 決算附属書の１２７ページから１３１ページに

かけてでございます。 

 建設整備課につきましては、主に道路の新設、

公園の整備等を行っております。 

 １番目の利便性の高い交通・運輸体系の整備と

いうことで、何回も御説明をしてきておりますが、

市道横馬場田崎線、ＪＲアンダー部の整備を鋭意

行っているところでございます。 

 また、先ほど建設政策課のところとも関連いた

しますけれども、３月２日に供用が開始されまし

た高江・水引間の川内川大橋に歩道橋、高江猪子

嶽線として整備をし、これもこれまで負担をして

まいりましたけれども供用開始をしております。 

 一般道路整備事業といたしましては、吉川・小

水流線ほかの市道改良を行っているところでござ

います。また県道整備につきましても、県の御協

力により、５路線につきまして負担金をお支払い

しながら整備を進めているところでございます。 

 また、災害に強いまちづくりということで、湯

田川の改修に係ります関係で、湯田川沿いにあり

ます市道湯田口・伊勢美山線の整備に対しまして

の負担金等をお支払いしているところでございま

す。 

 また、港湾につきましては、川内港、あと甑の

港につきまして、負担金の支払いをしております。

また、公園整備につきましては、指定管理による

維持管理を進めておりまして、２４年度から農村

公園等も建設整備課のほうで管理をするようにな

ってまいりました。詳細につきましては、四元課

長のほうから説明がございますので、よろしくお

願い申し上げます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１１９号一般会計歳入歳出決算について、当局の

補足説明を求めます。 

○建設整備課長（四元新一）それでは、議案第

１１９号平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算の建設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出から説明いたしますので、決算書の

１７１ページをお開きください。 

 ６款３項１目、農業土木総務費ですが、支出済

額１億２，１１３万４，０４３円のうち建設整備

課分は、備考欄の中段あたりに記載してございま

す農村公園管理費９５７万８，６８４円で、矢立

農村公園指定管理料ほか９件の委託料及び藤本農

村公園防護柵設置工事等に要した経費でございま

す。 

 次に、１８３ページをお開きください。 

 ７款１項３目、観光費ですが、今年度より観

光・シティセールス課よりトイレ４カ所と路傍植

栽３カ所が当課に所管がえされたため、これらに

係ります決算についても当課で説明するものでご

ざ い ま す 。 支 出 済 額 ４ 億 ３ ， ５ ３ ２ 万
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９，７３１円のうち、建設整備課分は３４３万

８，８７２円で、１８５ページの備考欄の中段あ

たりに記載してありますとおり、公衆トイレ維持

保全業務委託ほか６件の委託料等に要した経費で

ございます。 

 次に、１８９ページをお開きください。 

 ８款２項３目、道路新設改良費ですが、支出済

額５億３，３６３万３，２２５円のうち建設整備

課分は、建設維持課の交通安全施設単独事業費を

除いて５億１，３６３万３，３０３円でございま

す。 

 備考欄をごらんください。 

 一般道路整備事業費は、職員８人分の給与費、

市道上之湯新開線道路改良工事ほか３９件の工事

請負費及び関連する測量設計業務委託、用地購入、

建物等移転補償費に要した経費でございます。 

 また、県道整備事業市町村負担金といたしまし

て、県が施工する川内祁答院線ほか３路線の県道

整備に対して負担金を支出いたしました。 

 １９１ページをめくっていただいて、備考欄の

中段あたりをごらんください。 

 高江猪子嶽線整備事業費は、南九州西回り自動

車道川内川橋梁歩道設置に係ります国への委託料

でございます。特定離島道路整備事業費は、市道

中甑江石線道路改良工事ほか１０件の工事請負費

及び関連する測量設計業務委託費等に要した経費

でございます。 

 ここで不用額の主なものについて説明いたしま

す。 

 １ ３ 節 、 委 託 料 の 不 用 額 が ２ ５ ５ 万

４，１２１円となっておりますが、これは高江猪

子嶽線整備に伴い南九州西回り自動車道、川内川

橋梁新設工事の歩道部分について国に委託してお

りましたが、２４年度が最終年度ということで精

算したことにより減額となったため発生したもの

でございます。 

 １５節、工事請負費の不用額が３３６万

３，６８８円となっておりますが、このうち建設

整備課分は３３６万３，６１０円でございます。

これは特定離島や電源事業等で、それぞれの事業

で発生した入札執行残の積み上げ分でございます。 

 次に、同ページの下をごらんください。 

 ８款２項５目、橋梁新設改良費ですが、支出済

額６７４万５，０００円、これは県が行う湯田川

の河川改修事業に合わせて市道湯田口・伊勢美山

線の拡幅をするための負担金として支出したもの

でございます。 

 次に、１９５ページをお開きください。 

 ８款３項２目、河川改良費ですが、支出済額

５，７４０万５，９００円のうち建設整備課分は、

特定離島河川整備事業に係る２，７０２万

４，２００円でございます。これは大林川水路整

備工事ほか１件の工事請負費等に要した経費でご

ざいます。 

 次に、同ページ下段、８款４項１目、港湾総務

費 で す が 、 支 出 済 額 ２ 億 ３ ， ５ ５ ９ 万

９，１１６円のうち、建設整備課分は１９節、負

担金補助及び交付金の港湾県営事業負担金として

２億３，３４２万４，０００円です。これは県が

施工する川内港、長浜港、里港に係る港湾整備の

負担金として支出したものでございます。 

 次に、１９７ページをお開きください。 

 ８款５項２目、街路費ですが、支出済額５億

８，６６４万４，１５９円のうち建設整備課分は、

横馬場田崎線整備事業に係る４億６，８５８万

２，６５９円です。これは横馬場田崎線のＪＲ立

体交差部の工事についてＪＲに委託しております

が、その平成２４年度分の委託料のほか市が発注

した排水ポンプ施設整備工事の前払金等に支出し

たものでございます。 

 次に、２０１ページをお開きください。 

 ８款５項５目、公園緑地費ですが、支出済額

５億１，４４６万４，８８９円のうち建設整備課

分は、次ページの備考欄の市民スポーツ課分を除

きまして２億２，２７４万１，３１８円です。 

 右側の備考欄をごらんください。 

 公園管理事業費は、公園の指定管理業務委託等

５１件分の委託料及び向田地区浸水施設整理工事

ほか５件の工事請負費等に要した経費でございま

す。 

 ページをめくっていただきまして、２０３ペー

ジの備考欄をごらんください。 

 総合運動公園整理事業費は、運動公園内の中郷

上池周辺の電気設備工事に要した経費でございま

す。川内川宮里公園整備事業費は、公園の施設整

備に要した経費でございます。三堂公園整備事業

費は、職員３人分の給与費及び三堂公園ナイター

照明設備工事ほか３件の工事請負費に要した経費
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でございます。久見崎公園整備事業費は、施設整

備２件分の請負工事に要した経費でございます。 

 ここで１３節の不用額が５２万９１１円となっ

ておりますが、このうち建設整備課分は５２万

５４８円で、これは指定管理業務委託で年度末精

算により戻入があったことによるものでございま

す。 

 次に、２４７ページをお開きください。 

 １１款４項１目、現年公用・公共施設災害復旧

費ですが、支出済額１９０万５，７５２円のうち

建設整備課分は４１万７，０００円です。これは

上甑の帽子山展望所及び風の丘公園の東屋の屋根

修繕に要した経費でございます。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

２３ページをお開きください。 

 １４款１項４目、農林水産使用料、１節、農業

使用料、収入済額１８６万９，０９８円のうち建

設整備課分は、２５ページの備考欄の上段に記載

のとおり、農村公園に係ります行政財産使用料

１，３３０円で、これは東郷藤川ふれあい交流公

園ほか３公園内にあります電話柱頭の使用料でご

ざいます。 

 次に、２９ページをお開きください。 

 １４款１項６目、土木使用料、３節、都市計画

使用料、収入済額４，４２５万６，９５７円のう

ち建設整備課分は、公園使用料等に係ります

１，３６４万４，９１７円です。備考欄の公園使

用料占用分は、各公園に立っております九電柱及

びＮＴＴ柱の占用料、公園使用料分、本庁分は樋

脇の丸山自然公園等の施設使用料、隈之城川公園

駐車場使用料は、月極２０５台分と時間貸し

８２台分の駐車料金、行政財産使用料は、向田公

園ほかの自動販売機設置等に係ります使用料、三

堂公園使用料は、三堂公園の施設使用料でござい

ます。 

 次に、４３ページをお開きください。 

 １５款２項６目、土木費補助金、１節、道路橋

梁費補助金、収入済額５，０７５万４，０００円

のうち建設整備課分は３，８７２万５，０００円

です。備考欄の社会資本整備総合交付金は、高江

猪子嶽線の整備に伴う補助金で、補助率は５５％

となっております。 

 次に２節、都市計画事業費補助金、収入済額

３億３９万３，０００円のうち建設整備課分は

２億５，２２０万６，０００円です。また、収入

未済額２億３，２９２万７，０００円のうち建設

整備課分の２億１，８９６万４，０００円につき

ましては、横馬場田崎線に係る事業費の一部を翌

年度に繰り越したため生じたものでございます。 

 備考欄の社会資本整備総合交付金は、横馬場田

崎線の整備に伴う補助金で、補助率は５５％でご

ざいます。 

 次に３節、公園緑地事業費補助金、収入済額

３，１３３万円で、収入未済額１，８７７万円に

つきましては、三堂公園の整備に係る事業費の一

部を翌年度に繰り越したため生じたものでござい

ます。 

 備考欄の社会資本整備総合交付金は、三堂公園

の整備及び総合運動公園の外灯整備に伴う補助金

で、補助率はどちらも５０％でございます。 

 次に、５７ページをお開きください。 

 １６款２項６目、土木費補助金、２節、河川費

補助金、収入済額７，１１３万５，０００円のう

ち建設整備課分は２，１６０万円で、備考欄の特

定離島ふるさとおこし推進事業補助金は、里地区

の大林川の護岸整備に伴う県からの補助金で、補

助率は８０％でございます。 

 次に５節、道路橋梁費補助金、収入済額

６，３０７万２，０００円で、備考欄の特定離島

ふるさとおこし推進事業補助金は、里地域の江石

里線ほか３路線の道路整備に伴う補助金で、補助

率は８０％でございます。 

 次に、６９ページをお開きください。 

 １７款２項２目、物品売払収入、１節、物品売

払収入、収入済額５，５０１万３７５円のうち建

設整備課分は２０８万８，６１５円で、備考欄の

下段、物品売払収入（砂）、これは久見崎町の道

路整備に伴いまして発生した砂を売却したもので

ございます。物品売払収入、矢立農村公園分は、

ニジマスの売却益金でございます。 

 次に、７５ページをお開きください。 

 ２１款４項２目、土木費受託事業収入、１節、

道路事業受託事業収入、収入済額６，３２３万

７，５３１円で、これは県が施工中の産業廃棄物

管理型最終処分場建設に伴い、市が実施した周辺

地域振興事業に係る県からの受託事業収入でござ

います。 
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 次に３節、都市計画事業受託事業収入、収入済

額１，００２万４，０００円で、これは横馬場田

崎線整備に伴います駅周辺土地区画整理事業特別

会計からの受託事業収入でございます。 

 また、収入未済額５，８４２万９，０００円に

つきましては、横馬場田崎線に係る事業費の一部

を翌年度に繰り越したため生じたものでございま

す。 

 次に、同ページ一番下、２１款５項４目、雑入、

１ 節 、 雑 入、 収 入済 額４ 億 ９ ， ０２ ４ 万

４，０９２円のうち建設整備課分は３１４万

９，５９７円です。 

 ８７ページをお開きください。備考欄の上段を

ごらんください。 

 電気料実費収入金都市公園分は、市が管理する

公園内に設置してあります自動販売機の電気料の

実費収入でございます。 

 隈之城川公園駐車場定期券再交付手数料は、定

期券を紛失された方の再交付手数料、川内駅西口

駅前広場管理受託収入は、川内駅西口駅前広場を

ＪＲ九州と協定・締結を行い管理しておりますが、

駐車場収入から管理経費を差し引いた残金を双方

で折半しているものでございます。 

 電気料実費収入金農村公園分は、農村公園内に

設置してあります自動販売機等の電気料の実費収

入でございます。 

 次に、９３ページをお開きください。 

 ２１款５項５目、違約金及び遅延利息、１節、

違約金及び遅延利息、収入済額２，５００円は、

工事の完成検査時の手直し指示により手直しを実

施しましたが、この履行期間について遅延違約金

が発生したものでございます。 

 以上で、歳入についての説明を終わります。よ

ろしく御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設整備課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

   △建設維持課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建設維持課の審

査に入ります。 

それではまず、決算の概要について、建設部長

の説明を求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建設維持課

の概要について御説明をいたします。 

 決 算 附 属書 の ほう が１ ３ ２ ペ ージ か ら

１３３ページとなっております。 

 建設維持課は、御存じのとおり、市道・河川の

維持管理をメーンとしながら、そのほかにも急傾

斜地崩壊対策事業など防災工事や災害復旧事業に

取り組んでいるところでございます。特に市民か

ら寄せられます要望等については、迅速な対応を

進めているところでございますが、７割ほどの対

応ということで、まだ御不満も残っているところ

でありまして、課員、一生懸命、頑張っていると

ころでございます。 

 また、交通安全対策費といたしましては、毎年

２，０００万円近い事業費をいただきまして、

カーブミラーあるいはガードレール等の新設、取

りかえ等で交通安全の事故防止に取り組んでいる

ところでございます。橋梁維持補修費につきまし

ては、前年度に引き続きまして橋梁長寿命化修繕

計画の策定に努め、対象の橋梁を詳細に点検し、

２５年度からは計画策定に入っていこうとしてい

るところでございます。 

 それから、災害に強い基盤ということでは、先

ほど申し上げましたけれども、急傾斜地崩壊対策

事業の実施、あるいは洪水災害対策といたしまし

て、排水機場や水門の管理人への点検の仕方など

の指導、それから災害対応等について常に市内を

回って、その対策に努めております。公共災害復

旧工事では２１件ございましたけれども、全て年

度内に終了いたしております。 

 また、懸案でありました久住橋の交互通行につ

きましても、公安委員会との調整により供用がで

きたところでございます。 

 なお、これより詳細につきましては、永田課長

のほうから御説明がございますので、どうかよろ

しくお願い申し上げます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第
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１１９号一般会計歳入歳出決算について、当局の

補足説明を求めます。 

○建設維持課長（永田一朗）それでは、一般会

計歳入歳出決算に係る建設維持課分について御説

明申し上げます。 

 まず、歳出について御説明申し上げます。決算

書の１０７ページをお開きください。 

 ２款１項６目、企画費のうち建設維持課分は、

翌年度繰越額の繰越明許費のうち、委託料

３，３８０万６，０００円のうち２，０００万円

と、工事請負費２億３，０００万円の合計２億

５，０００万円です。これは国の緊急雇用対策と

して、ことしの３月補正にて予算をいただきまし

た地域経済活性化雇用創出臨時交付金事業で、市

道の舗装、側溝の修繕、安全施設の設置工事等に

係る予算でございます。 

 次は、１８３ページをお開きください。 

 ７款１項３目、観光費のうち支出済額４億

３，５３２万９，７３１円の建設維持課分は、事

業費で３５７万４，８３３円と委託料の１５万

７，５００円の合計３７３万２，３３３円でござ

います。これは観光・シティセールス課からの所

管がえ分で、入来支所ほか３支所管内の街路等に

係る電気料金及び修繕料等でございます。 

 １８６ページの中段の備考欄をごらんください。 

 委託料について、下甑の武家屋敷通りの照明不

良箇所の調査を行っております。 

 続 き ま して 、 １８ ７ペ ー ジ の 下段 か ら

１８９ページについて記載してございます。 

 ８款２項１目、道路橋梁総務費で、支出済額

９，８９１万５，０４０円であります。 

 １８８ページから１９０ページの備考欄をごら

んください。 

 職員給与費が主な内容でございますが、その他

にも道路賠償保険料や、道路台帳整理業務委託費

や東郷町の五社下陸閘の点検業務委託に要した経

費でございます。 

 ここで１節、５０万円以上の不用額について説

明申し上げます。 

 １３節、委託料の９７万９７４円で、これにつ

きましては入札執行残でございます。 

 それと翌年度への繰越明許費１，０００万円、

これにつきましては、ことしの３月補正にて予算

をいただきました道路ストック点検調査事業の委

託料でございます。 

 次に、同じく１８９ページ中段になりますが、

８款２項２目、道路維持費で、支出済額６億

５，６３２万８，１８６円であります。 

 備考欄をごらんください。支出の主なものは、

道路維持補修班の人件費、道路愛護作業謝金及び

市民から寄せられる苦情要望に係る道路や、里道

の維持工事請負費の即決分、一般分や伐採業務等

委託などが主な内容でございます。 

 また、２３年度からの委託料と工事請負費の繰

越分は、１５カ月予算でございます。あと工事請

負費の翌年度への繰越明許費２億９，３６６万

１，０００円につきましては、１５カ月予算分、

それと道路舗装補修事業分、それと川内駅東西自

由通路エレベーター改修事業のお金でございます。 

 １節、５０万円以上の不用額について御説明申

し上げます。 

 １１節、事業費で約１００万円ありますが、こ

れは修繕料として年度末までの施設修繕対応とし

て予算を確保していたものでございます。 

 また１５節、工事請負費で約１，０００万円あ

りますが、これはことしの３月補正にて、景気対

策として道路舗装補修事業費２億円の予算をいた

だきましたが、国からの内示が１億９，０００万

円で、その差額１，０００万円分で繰り越ししな

かった分でございます。 

 次は、同じページの下段から１９１ページにな

ります。 

 ８款２項３目、道路新設改良費で、支出済額

５億３，３６３万３，２２５円のうち建設維持課

分は、１９２ページの備考欄をごらんください。 

 中段に記載してございます。交通安全施設単独

事業で、交通安全施設整備においてガードレール、

カーブミラー、区画線の設置を行い、安全な交通

の確保に努めております。 

 次は、同じく１９１ページ下段になります。 

 ８款２項４目、橋梁維持費で、支出済額

２，５２３万４，０００円であります。これは

２３年度からの繰り越しの橋梁詳細点検業務委託

を含め１４件の調査委託費でございます。翌年度

への繰越明許費の１，９００万円は、入来町の寺

床橋維持補修等の予算でございます。 

 次は、同じく１９３ページから１９５ページの

上段に記載してございます。 
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 ８款３項１目、河川総務費で、支出済額１億

２，９６万８，５３４円のうち建設維持課分は、

１９４ページの備考欄をごらんください。 

 まず、河川管理費では、水門管理人等報酬、河

川愛護謝金、それと準用河川と伐採業務等に支出

を行っております。 

 河川施設管理費では、準用普通河川の寄洲除去

や半崎川の護岸整備費等や、多目的取水管理組合

の負担金に支出しております。 

 排水機場管理費では、排水機場管理人の報酬等

に支出しております。 

 急傾斜地崩壊対策事業費では、田海町の役田地

区ほか９カ所の工事請負費等になります。 

 ここで１節、５０万円以上の不用額について御

説明申し上げます。 

 １１節、需用費の１３９万２，１４８円で、こ

れは修繕料としまして、年度末までの施設修繕対

応として予算を確保していたものでございます。

翌年度への繰越明許費１，９５５万円は、急傾斜

地崩壊対策事業費の３カ所でございます。下甑の

大瀬地区、入来の内木場地区、東郷の山田下地区

の３カ所の工事請負費でございます。 

 次は、１９５ページの上段になります。 

 ８款３項２目、河川改良費で、支出済額

５，７４０万５，９００円のうち建設維持課分は、

備考欄をごらんください。 

 河川改修事業の県単砂防事業に係る市町村負担

金と、次の特定離島排水路整備事業費では、里地

区の排水対策整備に要した経費でございます。 

 次は、同じく１９５ページの中段に記載してご

ざいます。 

 ８款４項１目、港湾総務費で、支出済額２億

３，５５９万９，１１６円のうち建設維持課分は、

備考欄の３番目になりますが、港湾排水機場管理

費で、里町の荒切川排水機場の管理等に要した経

費であり、管理人報酬とポンプ設備の保守点検に

支出しております。 

 次に、２１１ページをお開きください。 

 ９款１項５目、水防費で、支出済額３４万

８，４７１円は、水防倉庫の修繕及び土のうや、

くい等の水防資財を購入した経費でございます。 

 次に、同じく２１１ページの中段になります。 

 ９款１項６目、災害対策費で、執行済額１０億

７，７２７万２，８４２円のうち建設維持課分は、

２１４ページの備考欄をごらんください。上段に

ございます。 

 排水ポンプ施設保守点検業務委託ほか２件及び

宮里排水ポンプ修繕工事ほか６件、特別災害補助

金２２件に要した経費でございます。 

 次に、２４７ページ上段をお開きください。 

 １１款２項１目、現年公共土木災害復旧費で、

支出済額１億２，２９３万９，２２５円で、里町

の市道市之浦線道路災害復旧工事ほか２０件に支

出しているほか職員給与費でもあります。 

 また１５節、工事請負費約３６０万円の不用額

につきましては、入札執行残でございます。 

 次は、同じく２４７ページ、二つ目でございま

すが、１１款２項２目、現年単独土木災害復旧費

で、支出済額７７４万７１５円で、公共土木災害

復旧事業の対象外となりました規模の小さな、申

請できなかった災害２０件について執行しており

ます。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 

 それでは次に、歳入について御説明申し上げま

す。 

 歳入歳出決算書の１７ページをお開きください。 

 １２款１項１目、交通安全対策特別交付金、収

入済額１，５６３万３，０００円につきましては、

道路交通法に基づく交通反則金について県から交

付をされたものでございます。 

 次に、２７ページをお開きください。 

 １４款１項６目、土木使用料、１節、道路橋梁

使用料で、収入済額３，２６２万７，８１７円で、

これにつきましては、九電柱・ＮＴＴ電話柱、ガ

ス管等の道路占用料として継続、新規、過年分等

をそれぞれ収入しております。 

 備考欄をごらんください。 

 道路占用料について、昨年と比較して約

１，２００万円程度減額が生じておりますが、こ

れにつきましては昨年４月１日に道路占用料につ

きまして、国・県に準じた条例改正を行った結果

で減額となったものでございます。 

 また、法定外公共物使用料が－法定外公共物、

これにつきましては里道、水道になりますが、そ

の使用料につきまして条例施行により新たに追加

となっております。 

 次に、２９ページ中段になります。 

 同じく土木使用料の５節、港湾施設使用料で、
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収入済額４１万１，２７０円でありますが、これ

は市が管理しております上甑の桑之浦港で、水産

会社に荷揚げ場として一部占用させている分の使

用料でございます。 

 同じく２９ページ、その下、６節、河川使用料

についても、条例施行による九電・ＮＴＴ柱の占

用使用料で、新たに追加となっております。

２９ページの６節、収入済額が１万１，７２０円

でございます。 

 続きまして、３３ページ中段をお開きください。 

 １４款１項８目、消防使用料、収入済額３１万

８，２１０円のうち建設維持課分は、備考欄の行

政財産使用料として収入しておりますが、これは

竹之馬場水防倉庫敷地を工事用現場事務所として

貸し付けたものでございます。 

 続きまして、３７ページ、中段をお開きくださ

い。 

 １４款２項６目、土木手数料で、収入済額

１，０５６万３、０５５円のうち備考欄をごらん

ください。建設維持課分は建築許可の申請等に必

要な市道の幅員証明手数料、それと諸証明手数料

でございます。 

 続きまして、３９ページの下段をごらんくださ

い。 

 １５款１項６目、災害復旧費負担金、収入済額

が５，５６４万７，０００円で、平成２３年度の

里地区市道市之浦道路災害復旧工事の繰り越し

１件、それと２４年度に発生しました２０件の公

共土木災害の国庫負担金でございます。 

 次は、４３ページの上から二つ目になります。 

 １５款２項６目、土木費補助金で、１節、道路

橋 梁 費 補 助 金 で 収 入 済 額 ５ ， ０ ７ ５ 万

４，０００円のうち建設維持課分は、備考欄をご

らんください、長寿命化修繕計画策定補助金

１，２０２万９，０００円であります。これは市

内８００橋の計画策定のために年次的に実施して

いる分でございます。また、２３年度からの繰り

越しにつきましては、詳細点検調査８件分でござ

います。 

 それと収入未済額の１億９７２万５，０００円

につきましては、社会資本整備総合交付金の道路

ストック点検調査事業、それと道路舗装補修事業

の繰り越しに係るものでございます。補助率はい

ずれも５５％でございます。 

 次に、４７ページ中段をお開きください。 

 国庫委託金になります。１５款３項３目、土木

費委託金、１節、河川費委託金は収入済額

１，３１１万８，７００円で、国土交通省所管の

水門、排水機場等の管理委託金でございます。 

 次は、５７ページ中段になります。 

 １６款２項６目、土木費補助金、２節、河川費

補助金で、収入済額は７，１１３万５，０００円

のうち建設維持課分は、急傾斜地崩壊対策事業補

助金と特定離島ふるさとおこし推進事業費補助金

で、里地区の排水対策整備に係るお金でございま

す。急傾斜の２３年度からの繰り越し分につきま

しては、田海町の役田地区、百次町の塩井地区の

２カ所の分でございます。 

 続きまして、６３ページの上段になります。 

 １６款３項６目、土木費委託金、１節、河川費

委託金は、収入済額３４２万９，６６５円で、県

管理の水門管理委託金と権限移譲事務委託金でご

ざいます。 

 次は、同じく６３ページの同目５節、港湾費委

託金、収入済額１４７万円で、これにつきまして

は、県の管理港湾、里地区の里公園に流れ込む荒

切川排水機場に係る管理委託金でございます。 

 続きまして７５ページ、備考欄の中段やや上で

ございます。 

 ２１款５項４目、雑入になりますが、建設維持

課分は、ページを開いていただきまして、

８８ページの中段の備考欄に記載してございます。 

 道路賠償責任保険金２６万４，９３９円で、道

路の管理瑕疵２件、２４年度につきましては、向

田本町の道路作業員が草刈り中に石をはねて車の

ガラスを破損した１件と、都町の橋のジョイント

で車を破損した２件に伴う賠償案件分で、保険金

でございます。 

 以上で、建設維持課の説明を終わります。よろ

しく御審査賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）２点なんですが、まず

１点目、今、執行残、５０万円以上を言われまし

たけれども、この執行残が多いのは、それぞれの

予算において、維持課として、今説明される中で

残が出てきている意味が、今一つわからないので
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すけど。建設水道委員会でも言いましたけれども、

お願いするものが、その予算に合う、合わないを

含めて、この執行残があること自体を少し説明い

ただけませんか。おくれているのを含めて、これ

は影響してないですか。 

○建設維持課長（永田一朗）今回、執行残につ

いて説明させていただいた分につきましては、こ

の修繕料ということで３月末までに、また施設の

修繕等があった場合について確保していたお金と

いうことでございます。 

 それと、あとは工事請負費については入札の執

行残ということでございます。 

○委員（大田黒 博）それらの意味ですよ。 

○建設部長（泊 正人）今、大田黒委員が言わ

れたのは、要望があるもので、その入札執行残よ

りも少ない額だったら、それでやれたんじゃない

かということなんですけれども、その修繕料につ

きましては、水防倉庫用の修繕料とか費目が決ま

っておりましたので、そちらのほうには使えなか

ったということで、道路維持費の工事請負費では

執行残はほとんど出ておりませんので、ほかの費

目のところで出ているということ。 

 あと委託料につきましては、何件か分の入札を、

２月とか、ぎりぎりにやったので、合算した分が

１００万円ぐらいになったという分です。今後に

つきましては、もうちょっと連携をとって、二、

三十万円のであれば、そっちから回してできるん

じゃないかという御指摘のようなところもござい

ますので、もう少し研究をしたいと思っています。 

○委員（大田黒  博）部長の説明の中で

１３２ページですが、この附属書の市道の維持管

理の中の（１）です。道路維持補修として、道路

通行のため破損危険箇所の管理、そういうものに

ついて迅速な対応を行ったということは、皆さん

方がこう申し出ますよね、よくしてくださいって。

こういうのに当たらないんですか、当たりますか。 

○建設部長（泊 正人）当たります。当たると

認識しております。 

○委員（大田黒 博）迅速に行ったということ

ですけど、ずっと延し延し来てるのはたくさんあ

りますよね。予算がないというのと、それに合う

のか、迅速に行うあたり－ここをしてください、

道路維持してください、よくしてもらうためにも

これに当たるということであれば－迅速に行っ

てますか。 

○建設部長（泊 正人）私が２３、２４年に維

持課長をしておりましたので、それ以前にも建設

維持課には長年おりました。そんな中で毎回お答

えしておりますように、７割ぐらいができている

と。その７割について、この決算附属書の中では、

そういった意味ではちゃんと迅速に行っているけ

れども、残りの３割ぐらいについては御不満なと

ころもありましょうけれども、優先度とか危険度

の判断をして、抜けたところもあるかもしれませ

んけれども、そういった意味では鋭意やっている

と。今後もやっていきたいというふうに思ってお

ります。 

○委員（大田黒 博）ぜひお願いします。 

 それと決算書の１９０ページ。 

 １９０ページのこの道路維持費の中段ですね、

補修、この愛護作業班において、これだけの予算

が執行されて、今年度、２５年度は、これに関連

して、少し特例でふえてますよね、予算が。作業

維持班、ですよね。そうしたときに、来年度以降、

少し聞いた話で、もう少し減らされるということ

を聞いているんですが、その辺の予想、なぜそう

なっているのかわかりませんか。 

○建設維持課長（永田一朗）今お尋ねの話につ

きましては、道路補修の嘱託員のお話だと思うん

ですが。２５年度につきましては、臨時雇用の関

係で臨時職員を雇用のためにふやした分がござい

ます。本年度、２５年度予算分がですね。その分

が基本、２６年度の分については、１年間の分で

ございますので、それが２６年度分については、

人数が少なくなっていくという形のものはござい

ます。 

○委員（大田黒 博）この予算の嘱託員の

２４名、これには、かえられないんですか。もっ

と減らされるというのではないでしょうね、ちょ

っと教えてください。 

○建設部長（泊 正人）この２４名は変わりま

せん。 

○建設維持課長（永田一朗）２４年度の分につ

きましては、こちらのほうで道路維持補修等の嘱

託員については、今述べられた２４名でございま

す。２５年度につきましては、今、この分につき

ましては２０名になっております。２４名が

２０名で今現在やっておりまして、それとあと
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３月の補正でいただきました２５年度の臨時職員、

合わせたところで、これが本年度１９名ですね。

臨時職員が１９名。だから嘱託員が２０名、合わ

せて今３９名でその作業を行っている状況でござ

います。 

○建設部長（泊 正人）ただいま言いましたの

は、今は２４年度の決算ですが、２４年度は道路

補修嘱託員は２４名おったと。２５年度は２０名

ですよと。ただ２５年度につきましては、雇用対

策の関係で、草払いの臨時職員を１９名雇用をし

ておりますということで、２６年度以降は２０名

で推移をしていくということで。２４年から

２５年に４名減ったということでございます。 

○委員（大田黒 博）その減った理由が、僕は

建設水道委員会は初めてなんですが、わからない

し。寄洲とかそういう問題が、仕事がたまってき

ているような感じを受けるんですよね。としなが

らも、前回の委員会でも言いましたように、お願

いしたところが、こんなして執行残がしているの

に影響するんではないかと質問したのは、なかな

かしていただかないのに何かあるんですかという

意味と、維持的なその嘱託員を減らす、それにお

いては関係はないんですけれども。お願いしてい

るところが、維持班の方々が減ったら、まだ悪く

なるような気がするんですよね。その辺を換算し

て予算の執行をされているのかと思ったりもして

るんですよ。だから、箇所から言えば少し少ない

ところなんですけども、部長が言ってる全体を見

ながら、しっかりやっていきますといっても、映

らないんですよね。この予算を見ると、２４名か

ら２０名に減らされますよ、今回は特例で１９名

にされましたよと。それは少しわかりますけど、

その仕事量が減るわけですから、それだけ。そこ

らへんは考慮できませんか、予算的に、次のステ

ップとしてですよ。 

○建設部長（泊 正人）この道路補修班の嘱託

員が減るというのは庁内の話でありまして。私の

ほうも、もちろん要望があるので困るという話で

出しましたけれども、これはいたし方ないという

ことで受けざるを得ませんでした。ただ、その分

の作業量が減るんではないかという分につきまし

ては、業者委託とかそういうところでやっていこ

うという形では考えております。 

 確かに人は減る、金は減るで足らんじゃないか

という話になりますけれども、その辺はあとは機

動力とか、あと優先度、緊急性、危険性を考慮し

ながら、場所を変えたりそういった形でやってい

くということであります。 

○委員（大田黒 博）部長、その一つは、県の

２３億円ですかね、寄洲の件で県河川の。そうい

うものもしっかり予算－僕は一般質問でもしま

したけれども、計画的にされてる計画書が出てま

したよね。それとあわせて市も計画書を出せませ

んかというものは言っておったんですけども、何

とか考えてみますというような答弁だったんです

けども。そういうのをあわせてこの執行残が出て

る、そういうものにおいて、部長の答弁があった

ように、少し考慮しながら維持嘱託員を補充する

ような、建設業の方々に頼む、そういうものを少

し、段取りよく執行に向けてやっていける方法は

ないもんでしょうか。そういうのはあるんでしょ

うか、計画的に。 

○建設部長（泊 正人）執行残が出ているとお

っしゃるんですけども、道路維持費の工事請負費

で１，０１３万円とありますが、先ほど課長が説

明いたしましたように、これは３月補正で２億円

来るよということで２億円の予算措置をしなさい

と い う こ とだ っ たん です け れ ど も、 １ 億

９，０００万円しか来なかったので１，０００万

円の減額補正ができずに、ここで不用額という形

で落とさざるを得なかったわけで、これはやろう

と思って持っていたお金ではないというふうにと

っていただきたいと思います。 

 そのほかの修繕料あたりは、先ほど言いました

ように、それぞれの施設の修繕料ととってしたや

つで、確かに１００万円でも５０万円でも流用し

てやればいいというような話はございますが、そ

の辺の流用についても同じ費目の中でしたら、課

内だけでもできるんですけれども、その辺は、本

当に今おっしゃるとおり、もう少し整理はしてい

かないとと思います。ただ、県も２３億円ですか、

寄洲除去を持っておりますが、それにつきまして

も河川が決まっているところであって、その年そ

の年でどこをやるということが来ますので、その

辺でまた６月議会で答弁いたしましたようなこと

については、早い時期に連携をしていきたいと思

っております。 

 市の河川につきましても、少ない河川改良費の
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中では持ってますので、そこら辺は調整をしてい

きたいと思っております。 

○建設維持課長（永田一朗）寄洲の除去のお話

ですが、これにつきましては６月議会の中でも議

員のほうから質問がありましたので、今、各支所

のほうに調査をして、あと要望等がある部分につ

いての集約を－調査を行っております。２６年

度の当初予算の中でまた財政のほうと予算獲得に

向けて動いていきたいと考えております。よろし

くお願いします。 

○委員（大田黒 博）この委員会に今井課長が

おみえですけども、質問してよろしいでしょうか。

財政課長が出席ですけど。 

○委員長（福田俊一郎）財政課のほうは。 

○委員（大田黒 博）今の件について、財政課

とすれば、少し考慮いただける余地はありません

か。 

○財政課長（今井功司）特に、道路維持費の関

係につきましては、主管課の要求を受けまして、

可能な限りの範囲で予算措置はしております。財

政といたしましては、その予算内で効率的に執行

していただくということを条件にいたしまして予

算化しまして、執行については適正に、先ほど部

長からもございましたように、緊急度等を勘案い

たしまして執行していただくことをお願いして、

総額ベースで、その予算内で調整していただく執

行のほうをお願いしているところでございます。 

 特に、この路線について必要としてつけるとい

う予算措置ではなくて、総額の範囲内で調整をし

ていただいているところでございます。以上です。 

○委員（大田黒 博）一つだけ、その予算的な

ものが－少しお願いすると、課長のところで調

整されるというのをよく聞くんです。それも大事

なことなんでしょうけども。現場を見ながら、住

民が困っておられる、それだけすると雇用におい

てもそうなんでしょうけども、予算的なものをも

う少し考慮いただいて、我々も説明責任といった

ものをしなければならないでしょうし。課長のと

ころからも、わかる範囲での説明をいただくよう

な形での予算取りといいますか、予算計画といい

ますか、そういうものをしっかりと、我々も少し

かみ砕いて説明できるようにぜひお願いします。 

○建設部長（泊 正人）道路維持費につきまし

ては、本庁、各支所に年度変わり前に要望やら全

部挙げていただいて、その中で対前年比の比率で

予算が配分してあります。ただそれでも緊急とか

そういうことで足らない分については、本庁分を

回したり、ほかの支所分を回したりとか、維持課

におきましてもアンテナを広げながらやっている

と思います。それでも今のような御意見が出ると

いうことは、まだ足らないということですので、

今後一生懸命頑張ってまいります。 

○委員長（福田俊一郎）ほかにありませんか。 

○委員（橋口博文）私は、道路維持のこの１億

２，５００万円、１５カ月予算をつけていただい

て、非常に要望に応えていただいておるわけです

けれども。来年度これからも頑張って予算をとっ

ていただいて、市民の要望に応えていただくこと

ができるように頑張っていただきたいと思います。

ということは、業者の方も旧川内市のときは年度

末に発注して、相当忙しい中で業者の方も大変だ

ったんですけれども、この１５カ月予算が計上さ

れてから非常にバランスがとれて、雇用した職員

の方々の報酬のやり方にもお金の支給がよく回っ

てくるので、ぜひこれは続けていただきたいとい

うことでもありますし、また要望も多いですから、

そういうことで頑張って予算をとっていただきま

すようにお願いをしていきたいと思います。 

○委員長（福田俊一郎）お願いであります。 

 ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第１１９号一般会計歳入歳出決算

の審査を一時中止します。 

 以上で、建設維持課を終わります。御苦労さま

でした。 

 ここで、協議会にかえます。 

～～～～～～～～ 

午後２時７分休憩 

～～～～～～～～ 

午後２時８分開議 

～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）それでは、本会議に戻

します。 

────────────── 

   △都市計画課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、都市計画課の審
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査に入ります。 

まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、都市計画課

について概要を御説明させていただきます。 

 決算附属書のほうは、１３４ページから

１３５ページになります。 

 都市計画課におきましては、市内都市計画区域

内の事業調整をもとに、川内川市街部改修や区画

整理の３地区などを中心に業務を展開していると

ころでございます。 

 一つ目の都市計画行政の総合的な企画及び調整

に関することといたしましては、都市計画事業に

係ります運用に関する事務、都市計画変更に伴う

図書の作成など、都市計画行政の効率的な推進に

努めてきたところでございます。 

 二つ目といたしまして、川内川市街部改修に係

る都市計画事業に関しますと、国が実施をいたし

ます大小路地区の引堤事業に合わせ、都市計画道

路中郷五代線の整備を進める中、用地買収や排水

ポンプ施設の規模の検討などの委託業務を行って

いるところでございます。 

 また、川内駅周辺地区駐車場及び駐輪場に関す

ることといたしましては、指定管理者であります

まちづくり薩摩川内へ委託をして、適正な管理に

努めており、大きなトラブルも発生していないと

ころでございます。 

 また、近年問題になっております屋外広告物に

関することにつきましても、条例に基づいた許可

を行い、違反物につきましては指導を行うととも

に、撤去されない場合には職員がみずから出向き

まして、直営で撤去等に努め、風致の維持に努め

たところでございます。 

 また、土地区画整理事業につきましては、川内

駅周辺地区が間もなく終わるという段階に来てお

ります。 

 また、景観に関することといたしましても、景

観形成のため、平成２４年度も景観重要資産等の

指定による保全に努めたところでございます。 

 それでは、詳細につきましては、山下課長のほ

うで説明をいたしますのでよろしくお願い申し上

げます。 

────────────── 

   △議案第１２７号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市川内駅周辺地区 

   土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１２７号平成２４年度薩摩川内市川内駅周辺地区

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を議題と

いたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）議案第１２７号平

成２４年度薩摩川内市川内駅周辺地区土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算について、初めに歳

出について御説明いたしますので、決算書の

３４０ページをお開きください。 

 １款１項１目、土地区画整理事業費の支出済額

は６，９８８万４，６９７円で、このうち前年度

からの繰越明許費分の支出済額は３，９４９万

９，８５０円となっております。 

 な お 、 平 成 ２ ５ 年 度 へ の 繰 越 明 許 費

９，０９９万９，０００円は、横馬場田崎線道路

整備等におきまして、関係機関との調整に不測の

期間を要したこと等により繰り越したものでござ

います。 

 備考欄の主な支出内容でございますが、３人分

の職員給与費、換地計画作成業務委託（２４－

２）ほか６件の委託料、横馬場田崎線道路築造工

事（２４－１）ほか８件の工事請負費、横馬場田

崎線のＪＲ等の立体交差工事に係る都市計画道路

事業者負担金が主なものでございます。 

 なお、２２節、補償・補填及び賠償金で

２２５万５，０００円の不用額が生じております

が、道路整備等に係る移転補償がなかったことに

より前年度から明許繰越しした金額が未執行とな

ったものでございます。 

 次に、２款１項１目、元金でございますが、川

内駅周辺地区土地区画整理事業に係る長期債償還

元 金 で ご ざ い ま し て 、 支 出 済 額 は ２ 億

４，２１７万４，０２５円でございます。同じく

２目利子は長期債償還利子で、支出済額は

１，９０９万４，０９０円でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき３３８ページをお開きく

ださい。 

 １款１項１目１節、保留地処分収入は、収入済

額４３９万８，８５６円で、保留地１筆８４．

９２平方メートルを売却処分したものでございま
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す。 

 次に、２款１項１目１節、土地区画整理事業費

補助金は、収入済額１，７５０万円で、このうち

前年度からの繰越明許費分は１，２８０万円でご

ざいます。 

 なお、収入未済額２，２８０万円につきまして

は、社会資本整備総合交付金の交付決定額のうち、

年度内完成ができず平成２５年度へ明許繰越しし

た事業分に係るものでございます。 

 次に、３款１項１目１節、一般会計繰入金につ

き ま し て は、 収 入済 額３ 億 １ ， ３６ １ 万

３，０００円でございます。 

 次に、４款１項１目１節、前年度繰越金は、収

入済額２，１０１万９，９５９円で、純繰越金及

び前年度からの繰越事業費等に係る財源充当繰越

金でございます。 

 次に、６款１項１目１節、土地区画整理事業債

は、合併特例事業債で収入済額１，３５０万円と

なっており、このうち前年度からの繰越明許費分

は９９０万円でございます。 

 次に、９款１項１目１節、土木使用料でござい

ますが、収入済額１万７，５２０円で、区域内に

おける電柱等の行政財産使用料でございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書について御

説明いたしますので、３４２ページをお開きくだ

さい。 

 歳入総額３億７，００４万９，０００円に対し

まして歳出総額３億３，１１５万３，０００円で、

歳入歳出差引額は３，８８９万７，０００円でご

ざいます。繰越明許費繰越額に係る翌年度へ繰り

越すべき財源が３，１４９万９，０００円で、こ

れ を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 は ７ ３ ９ 万

８，０００円となっております。 

 以上で、議案第１２７号平成２４年度薩摩川内

市川内駅周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算の説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願い申し上げます。 

 なお、業務の内容等に関する事項及び計数的な

ものに対する御質問につきましては、課長代理、

主幹または担当グループ長に答弁させますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（持原秀行）１点だけ。 

 歳入の中で８４．９２平米、１筆、売却された

ということで、まだほかに何カ所かあるんでしょ

うか。それをちょっと教えてください。 

○都市区画整理グループ長（中島弘喜）お尋

ねの保留地の残っている分ということでございま

すけれども、付け保留地が残り４筆ほどございま

す。そのうち２筆につきましては、売却の内諾を

－契約の内諾を、いただいておりますので、も

うほぼこの地区の保留地は完売に近い状態でござ

います。 

○委員長（福田俊一郎）よろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第１１９号平成２４年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○都市計画課長（山下 裕）議案第１１９号平

成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算のう

ち都市計画課分の、初めに歳出について御説明い

たしますので、決算書の１９５ページをお開きく

ださい。 

 ８款５項１目、都市計画総務費のうち都市計画

課分の支出済額は１億２，３３８万４，５２９円

で、このうち前年度からの繰越明許費分の支出済

額は９８４万９，０００円となっております。 

 備考欄のうち都市計画課分の主な支出内容につ
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いて、御説明いたします。 

事項、都市計画総務費では、１０人分の職員給

与費、次の１９７ページをお開きください。都市

計画区域見直し検証及び都市計画区域マスタープ

ラン策定業務委託のほか９件の委託料。 

事項、川内駅周辺地区駐車場管理費では、川内

駅西口市営駐車場等に係る指定管理料が主なもの

でございます。 

 同じく２目、街路費のうち都市計画課分は、次

の１９９ページをお開きください。備考欄２番目

の事項、中郷五代線整備事業費で、支出済額は

１億１，８０６万１，５００円で、このうち前年

度からの繰越明許費分の支出済額は４，９７８万

３，０００円となっております。支出内容につき

ましては、中郷五代線排水ポンプ施設詳細設計業

務ほか４件の委託料と中郷五代線整備事業用地購

入でございます。 

 なお、地権者との用地協議等に不測の時間を要

したことによりまして取得できなかった用地購入

費２，７６４万４，０００円、及び関係機関との

協議に不測の期間を要し年度内完成ができなかっ

た委託料２，５３３万円は明許繰越しいたしまし

た。 

 次に、同じく３目、土地区画整理費のうち都市

計画課分の支出済額は、３億１，４９３万

７，０６１円でございます。 

備考欄の事項、土地区画整理総務費のうち、都

市計画課分の主な支出内容につきましては、川内

駅周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金でご

ざいます。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、前に戻っていただき２９ページをお開きくだ

さい。 

 １４款１項６目３節、都市計画使用料の都市計

画課分は、収入済額３，０６０万４，４１０円で、

備考欄の主なものは上から６番目、川内駅西口駐

車場等に係る市営駐車場使用料でございます。 

 次に、３７ページをお開きください。 

 同じく２項６目１節、土木手数料の都市計画課

分は、収入済額２５７万１，５４５円で、備考欄

の主なものは屋外広告物許可手数料でございます。 

 次に、４３ページをお開きください。 

 １５款２項６目２節、都市計画事業費補助金の

都市計画課分は、中郷五代線整備事業の用地取得

に係る社会資本整備総合交付金で、収入済額は

４，８１８万７，０００円となっており、このう

ち前年度からの繰越明許費分は２，３６５万円で

ございます。 

 なお、収入未済額の１，３９６万３，０００円

につきましては、年度内に完了できなかった中郷

五代線整備事業用地購入に係る未収入特定財源と

して明許繰越しいたしました。 

 次に、６３ページをお開きください。 

 １６款３項６目３節、都市計画費委託金は、鹿

児島県屋外広告物条例に関する事務ほか２件に係

る権限移譲事務委託金で、収入済額１１２万

６，０００円でございます。 

 同じく４節、土地区画整理費委託金は、土地区

画整理法に関する事務に係る権限移譲事務委託金

で、収入済額２万円でございます。 

 次に、７１ページをお開きください。 

 １９款１項３２目１節、地方拠点都市事業推進

基金繰入金は、天辰第一地区土地区画整理事業に

充当するため費消したものであり、収入済額

５，９９１万１，０００円でございます。 

 次に７５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目１節、雑入の都市計画課部は収

入済額２５万２，７７４円で、備考欄の主なもの

につきましては８７ページをお開きください。 

 備考欄の上から９番目の、都市計画図等の販売

に係る地図実費収入が主なものでございます。 

 次に、財産に関する調書について御説明いたし

ますので、同じく決算書の４２７ページをお開き

ください。 

 出資による権利のうち、都市計画課分は、上か

ら８番目の鹿児島まちづくり土地区画整理協会出

捐金２０万円でございまして、決算年度中の増減

はございません。 

 次に、４３１ページをお開きください。 

 基金のうち都市計画課分は、上から８番目の地

方拠点都市事業推進基金でございますが、決算年

度中に積立金金額の５，９９１万１，０００円を

費消したことにより同基金は廃止いたしました。 

 以上で、議案第１１９号平成２４年度薩摩川内

市一般会計歳入歳出決算の都市計画課分の説明を

終わります。よろしく御審査賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が
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ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１１９号一般会計歳入歳出決算の

審査を一時中止します。 

 以上で、都市計画課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

   △天辰区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、天辰区画整理推

進室の審査に入ります。 

それでは、決算の概要について、部長の説明を

求めます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、続きまして

天辰区画整理推進室の概要について御説明をさせ

ていただきます。 

 決算附属書は１３６ページとなっております。 

 天辰第一地区土地区画整理事業につきましては、

２４年度、新三堂橋の仮設や区画道路の整備、家

屋移転補償及び墓地移転に係る諸手続等を行い、

地権者の方々と順調に作業を進めているところで

ございます。 

 また、職員も各地権者からの要望につきまして

は一生懸命取り組んでいるところでございます。 

 また、事業も中盤から終盤に差しかかっており

まして、これからハードルの高い懸案事業等もあ

りますけれども、交渉を密にしながら今後事業を

進めてまいりたいと考えております。 

 詳細につきましては、川畑室長のほうで説明が

ありますので、よろしくお願いいたします。 

────────────── 

   △議案第１２２号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市天辰第一地区土 

   地区画整理事業特別会計歳入歳出） 

○委員長（福田俊一郎）それででは、議案第

１２６号平成２４年度薩摩川内市天辰第一地区土

地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を議題とい

たします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）天辰区

画整理推進室でございます。よろしくお願いしま

す。 

 議案第１２６号平成２４年度薩摩川内市天辰第

一地区土地区画整理事業特別会計決算について御

説明申し上げます。 

 歳出のほうから御説明申し上げますので、決算

書の３３１ページをお開きください。 

 １款１項１目、土地区画整理事業費の支出済額

は７億１，４４７万３，５４６円であります。翌

年度繰越額の繰越明許費２億１，４５３万

２，０００円は、家屋移転等の交渉に期間を要し、

工事、建物等移転補償の年度内の完成が見込めな

いことから、翌年度へ繰り越したものでございま

す。 

 右側のページの備考欄をごらんください。 

 内容としましては、土地区画整理審議会委員の

報酬、評価員の報酬、建物等補償業務嘱託員の報

酬、職員９名分の給与費、委託料３２件、工事請

負費１３０件、建物等移転補償費５１件などが主

なものでございます。 

 次に、２款１項１目、公債費元金の支出済額は

２億５，３２９万３，８４５円であります。これ

は、これまでに借り入れた長期債の償還元金であ

ります。 

 次 に 、 ２款 １ 項２ 目、 利 子 の 支出 済 額

４，３４４万２，８６８円です。これは、これま

でに借り入れた長期債の償還利子であります。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、決

算書の３２７ページをお開きください。 

 １款１項１目１節、保留地処分金２，６９４万

９，５８０円は、保留地処分を行ったものであり

ます。 

 ２ 款 １ 項１ 目 １節 、都 市 計 画 費負 担 金

６，１７０万５，０００円は橋梁負担金として収

入しており、うち１，１６５万６，０００円は繰

越明許費分であります。 

 ３款１項１目１節、土地区画整理事業費補助金

１億２，２１７万２，０００円は、社会資本整備

総合交付金・活力基盤整備事業及び市街地整備事

業として収入しております。うち活力創出基盤整

備の繰越明許費は４，７２０万７，０００円で、

市 街 地 整 備の 繰 越明 許費 は ２ ， ９０ ３ 万

５，０００円であります。補助率は、活力創出基

盤整備交付金が１０分の５．５、市街地整備事業

交付金が１０分の４であります。 

 収入未済額４，１１９万１，０００円は、社会

資本整備総合交付金の交付決定額のうち、年度内
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完成が見込めないため、平成２５年度へ明許繰越

しした事業に係るものであります。 

 ４款１項１目１節、土地区画整理事業費補助金

５２１万３，０００円は、県補助金として鹿児島

県からの収入であります。うち３３２万円は繰越

明許費分であります。補助率は１０％であります。

収入未済額１８４万３，０００円は、都市区画整

理事業費県補助金の交付決定額のうち、年度内完

成が見込めず、平成２５年度へ明許繰越ししたも

のであります。 

 ５款１項１目１節、一般会計繰入金５億

６，１６７万１，０００円は、一般会計から繰り

入れたものであります。 

 ６ 款 １ 項１ 目 １節 、前 年 度 繰 越金 ２ 億

８，５５７万４，９０９円は、前年度からの純繰

越金及び繰越事業費等、財源充当繰越金でありま

す。 

 次のページをお開きください。 

 ７ 款 ２ 項 １ 目 、 違 約 金 及 び 延 滞 利 息

５，８００円は、工事発注に伴う延滞利息に伴う

違約金であります。 

 ７款２項２目、雑入１万１，８５８円は、嘱託

員の雇用保険料個人掛金を収入したものでありま

す。 

 ８款１項１目１節、土地区画整理事業債につい

ては、地方単独事業に係る地方特定道路整備事業

債として３，６７０万円。うち繰越明許費分は

２，５２０万円で、国庫補助事業に係る合併特例

債分５，２５０万円。うち繰越明許費分は

３，３５０万円であります。 

 ９ 款 １ 項 １ 目 １ 節 、 土 木 使 用 料 １ 万

１，７６０円は、土地区画整理事業区域内の電柱、

電話柱の設置に伴う行政財産使用料として収入し

たものであります。 

 次に、実質収支に関する調書について御説明申

し上げます。 

 決算書の３３３ページをお開きください。 

 歳入歳出総額１１億５，２５１万５，０００円

に対し歳出総額１０億１，１２１万円で、歳入歳

出差引額は１億４，１３０万５，０００円となっ

ています。翌年度へ繰り越すべき財源１億

３，７３９万８，０００円を控除した実質収支額

は３９０万７，０００円となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、議員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました、議案第１１９号平成２４年度薩

摩川内市一般会計歳入歳出決算を議題といたしま

す。 

 当局の補足説明を求めます。 

○天辰区画整理推進室長（川畑 稔）議案第

１１９号平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算の天辰区画整理推進室分の歳出について御

説明申し上げます。 

 決算書の１９９ページをお開きください。 

 ８款５項３目、土地区画整理費であります。備

考欄をごらんください。 

 天辰区画整理推進室分として、天辰第二地区、

仮称、土地区画整理事業換地設計業務委託ほか

３件５，７７８万１，０００円を支出、うち繰越

明許費分は７５６万円であります。まちづくり情

報交流協議会負担金として３万円を支出しており

ます。 

また、天辰第一地区土地区画整理事業特別会計繰

出金として、５億６，１６７万１，０００円を支
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出しております。 

 次の２０１ページをお開きください。 

 埋蔵文化財発掘踏査事業費として９９０万

２，７９３円を支出しております。 

 以下は、発掘調査に伴う労災保険料１３万

２，７１３円、天辰第二地区埋蔵文化財発掘調査

に伴う水道工事ほか１件、９４万１，２５０円。

備品購入としまして、組み立て式テント２張りほ

か２件、４６万４，１００円を支出しております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審査賜り

ますようお願い申し上げます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま、当局の説明

がありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第１１９号一般会計歳入歳出決算の

審査を一時中止します。 

 以上で、天辰区画整理推進室を終わります。御

苦労さまでした。 

 本日の日程につきましては、冒頭、おおむね都

市計画課または天辰区画整理推進室まで審査を行

い、３０日は残りの課を審査するということでお

諮りをいたしたところでありますけれども、引き

続き入来区画整理推進室の審査を進めることで御

異議はありませんでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで休憩をいたします。再会はおおむね３時

ということでよろしくお願いします。 

～～～～～～～～～ 

午後２時４６分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後３時   開議 

～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

   △入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福田俊一郎）入来区画整理推進室の

審査に入ります。 

まず、決算の概要について部長の説明を求めま

す。 

○建設部長（泊 正人）続きまして、入来区画

整理推進室について概要を説明させていただきま

す。 

 決算附属書のほうが１３７ページになります。 

 入来温泉場土地区画整理事業につきましては、

新たな公衆浴場建設に向けた当該地区の建物移転

補償や敷地造成及び関連区画道路の築造工事等を

実施しております。また、入来温泉場の活性化に

向けた会議等も随時開催されまして、地区内の機

運も高まってきているところでございます。詳細

につきましては、堀ノ内室長のほうで説明がござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

   △議案第１２８号 決算の認定について 

   （平成２４年度薩摩川内市入来温泉場地区 

   土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算） 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１２８号平成２４年度薩摩川内市入来温泉場地区

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を議題と

します。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）議案

第１２８号平成２４年度薩摩川内市入来温泉場地

区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算につい

て御説明申し上げます。 

 歳出のほうから説明いたしますので、決算書の

３５１ページをお願いいたします。 

 １款１項１目、土地区画整理事業費においては、

支出済額５億５，９０３万９，８１９円でありま

す。 

 備考欄をごらんください。 

 土地区画整理審議会委員報酬、職員４名分の給

与費、委託料１８件、工事請負費１２件、建物等

移転補償３７件などが主な内容であります。 

 次に、２款、公債費は、長期債償還元金及び利

子であります。 

 次に、歳入について説明いたしますので、

３４７ページをお開きください。 

 １款１項１目、事業収入は、保留地処分収入で

ございます。 

 ３款１項１目、国庫補助金は、社会資本整備総
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合交付金として収入しておりまして、補助率は

１０分の５．５でございます。 

 ４款１項１目、一般会計繰入金は、一般会計か

ら繰り入れたものであります。 

 ５款１項１目、繰越金は、前年度からの繰越事

業に係る繰越金等でございます。 

 ６款２項２目、雑入は、嘱託員の雇用保険料個

人掛金であります。 

 ７款１項１目、土地区画整理事業債は、国庫補

助事業に係る合併特例事業債を収入しております。 

 次のページ、３４９ページをお願いします。 

 ８款１項１目、土木使用料は、土地区画整理事

業区域内の行政財産目的外使用許可により使用さ

せた使用料でございます。 

 次に、収入未済でございますが、国庫補助金で

５９０万５，０００円の収入未済額がありますが、

これは翌年度への繰越明許費に係るものでござい

ます。 

 次に、実質収支に関する調書について説明いた

しますので、３５３ページをお願いいたします。 

 歳入総額６億９，９３０万円に対しまして、歳

出総額６億６，１１６万円で、歳入支出差引額は

３，８１４万円となっております。翌年度へ繰り

越すべき財源が３，７３５万９，０００円ですの

で、実質収支額は７８万１，０００円であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）次に、審査を一時中止

してありました議案第１１９号平成２４年度薩摩

川内市一般会計歳入歳出決算を議題といたします。 

 当局の補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（堀ノ内美年）一般

会計決算のうち、入来区画整理推進室分について

御説明申し上げます。 

 決算書の１９９ページをお願いいたします。 

 ８款５項３目、土地区画整理費のうち入来区画

整理推進室分は、支出済額３億１，２４７万

８，０００円であります。 

 備考欄をごらんください。 

 入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計への

繰出金であります。 

 以上でございます。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。御

苦労さまでした。 

────────────── 

   △建築住宅課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、建築住宅課の審

査に入ります。 

まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（泊 正人）それでは、建築住宅課

について御説明をさせていただきます。 

 決算附属書のほうは、１３８ページから

１４０ページにかけてとなっております。 

 建築住宅課につきましては、建築指導、住宅管

理、既存住宅改修環境整備事業など所管の、もと

もとの事務に加え、他課からの執行委託もかなり
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多く、非常に人材不足ではありますけれども、課

全体協力して機動力を駆使しながら対応していた

だいているところでございます。 

 まず一つ目の建築指導に係る事業につきまして

は、関係法令に基づきまして建築申請許可や耐震

診断などを行っているところでございます。川内

川の激特事業に伴いまして３カ所の輪中堤ができ

ましたけれども、それに伴います災害区域の設定

などにつきましても、地元説明会等を行いながら

標識の設置までしております。 

 新たな事業といたしまして、先ほど申し上げま

した既存住宅改修環境整備事業につきましては、

非常に大きな成果が出ているところでございます。 

 また、２番目の市営住宅の環境改善のための維

持管理ということでは、指定管理者へ管理委託を

し、健全な市営住宅の運営に努めております。か

なり小さい苦情等はありますけれども、うまく対

応していただいているところでございます。 

 三つ目の既設公営住宅の改善事業ということに

つきましては、住宅の長寿命化等に基づきます住

宅の供用部分の改善など年次的に実施をいたして

いるところでございます。 

 それから、四つ目のがけ地近接等の危険住宅の

移転促進事業というものもございますが、市民の

生命・財産を預かるため、補助金を交付しながら

地権者の方への御理解等もいただき、建物取得や

解体除去等を実施しているところでございます。 

 それでは、詳細につきましては今井課長のほう

から説明がございますので、よろしくお願い申し

上げます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１１９号一般会計歳入歳出決算について、当局の

補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（今井裕介）それでは、歳入歳

出決算書の１８７ページをお開きください。 

 ８款１項２目、建築指導費は、建築確認申請事

務や市有建物の耐震改修、市民の居住環境維持の

ための既存住宅改修環境整備事業に関する経費で、

予算現額９，０７４万円に対し、支出済額が

７，３４８万４，４２９円です。繰越明許費は

２５年度に繰り越しました市有建築物耐震二次診

断関係の１，５３１万５，０００円です。 

 主な節について説明いたします。 

 １３節、委託料の予算現額は２，８３０万

８，０００円で、支出済額は１，３０３万

５，０００円、繰越明許費は１，５２７万

３，０００円です。これは市有建物の耐震二次診

断の経費を繰り越したものでございます。 

 １５節、工事請負費は、予算現額１３３万円に

対し支出済額８４万円です。これは２３年７月に

指定しました久住、南瀬下、司野地区の３カ所に

災害危険区域の指定標識を設置したものでござい

ます。 

 １９節、負担金補助金及び交付金は、既存住宅

改修環境整備事業補助金と木造住宅耐震改修工事

補助金でございます。既存住宅改修環境整備事業

の実績につきましては、補助総額が３７６件で、

補助金額５，８６４万６，０００円でした。木造

住宅耐震改修工事補助金は、耐震診断費の３分の

２で上限６万円を、耐震補強工事については工事

費の９０％、６０万円を上限に補助するものです

が、２４年度につきましては実績がございません

でした。 

 ５０万円以上の不用額について御説明いたしま

す。 

 １９節負担金補助金及び交付金の不用額は、

１３８万８，０００円でございます。これは既存

住宅改修環境整備事業に応募され、交付決定を受

けられましたが工事を取りやめられた事例７件、

１２５万４，０００円によるものと、木造住宅耐

震改修工事補助金の未執行額によるものでござい

ます。 

 ２０３ページをお開きください。 

 ８款６項１目、住宅管理費は、市営住宅の居住

環境改善のための維持管理に要する経費で、予算

現額５億２，２９９万３，０００円に対し、支出

済額は４億３，５１７万３，６５３円、繰越明許

費は８，０３４万５，０００円です。 

 それでは、主な内容を備考欄で各事業ごとに説

明いたします。 

 住宅管理費は市営住宅の運営、居住環境整備の

た め の 経 費で 、 総額 は３ 億 ６ ， ８３ １ 万

３，９８９円です。中身のほうは、住宅使用料徴

収嘱託員１名と９１名の市営住宅管理人報酬や
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１８人の職員給与、４１０件の市営住宅の修繕料

２，２３５万８，３３５円、２５３件の市営住宅

の畳・ふすまの張りかえ等の修繕料１，６５０万

１，６９２円、川内地区の市営住宅の指定管理料

を含む４３件の委託料５，８２１万６，５４５円、

２３年度より繰り越しした下甑島内市営住宅地上

デジタル対策工事費３５９万１，０００円を含む

５９件の工事費４，９５７万７，３４６円、それ

から２４年１０月に供用した、横馬場市営住宅の

所有者に交付した薩摩川内市借上型市営住宅の補

助金が主なものでございます。 

 公営住宅ストック改善事業費は、公営住宅の長

寿命化を図るため、２２年度に策定した薩摩川内

市公営住宅等長寿命化計画に従い、国の交付金を

受けて公営住宅の大規模な改修を進める事業でご

ざいます。 

 里住宅ほか５住宅の共用部の工事設計業務委託

費と東上川内１号棟新町住宅、砂石住宅の共用部

改善工事に支出しております。 

 主な節について説明いたします。 

 １節、報酬は、市営住宅管理人９１人の報酬と

市営住宅使用料徴収委託嘱託員の１名の報酬が主

なものでございます。 

 １１節、需用費の予算現額は、４，０４６万

１，０００円に対し、支出済額は３，９７１万

１，７９０円で、不用額が７４万９，２１０円で

ございます。 

 不用額の主な理由は、住宅修繕料の執行残と

畳・ふすま張りかえ修繕料の執行残が主なもので

ございます。 

 １３節委託料は、予算現額６，４５４万円に対

し支出済額６，３２８万６，９９５円です。内訳

は 、 市 営 住宅 管 理費 の指 定 管 理 者委 託 料

５，２０９万５，０００円や公営住宅ストック総

合改善事業の設計業務委託料が主なもので、不用

額は１２５万３，００５円です。 

 不用額の主なものといたしましては、市営住宅

滞納者に対する明け渡し訴訟で、当初、強制執行

を４件予定しておりましたが、２件しか実施しな

かったため、強制執行時予納金が執行残となった

ものでございます。 

 １ ５ 節 、工 事 請負 費は 、 予 算 現額 １ 億

９，５４０万８，０００円に対し、支出済額は

１億１，０８３万１，３４６円です。このうち、

第７回補正で追加されました川内地区１住宅、東

郷地区２住宅、下甑地区１住宅、鹿島地区１住宅

の工事費８，０２０万円は、２５年度に繰り越し

となったものでございます。この節の不用額

４３７万６，６５４円は各工事の執行残でありま

す。これ以外に５０万円以上の不用額はございま

せん。 

 ２０５ページをお開きください。 

 ８款６項３目、危険住宅移転促進費は、がけ地

近接等危険住宅移転を行う事業で、予算現額

５ ０ ７ 万 円 に 対 し 支 出 済 額 は ５ ０ ６ 万

７，６２０円です。 

 １９節、負担金、補助及び交付金の予算現額

６０６万円に対し、支出済額も同額のため５０万

円以上の不用額はございませんでした。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 決算書の２７ページをお開きください。 

 建築住宅課の歳入は、１４款１項６目、土木使

用 料 、 ２ 節、 住 宅使 用料 で 、 調 定額 ５ 億

３，１３７万３，０８２円に対し、収入済額４億

４，５４５万３，８１３円です。収納率は８３．

８％でございます。内訳は住宅使用料現年分、住

宅使用料同滞納分でございます。現年と過年度を

合わせた全体の収入収納率は８３．７％となりま

す。 

 市営住宅駐車場使用料の収入済額は、本町１住

宅、樋脇３住宅、入来２住宅の６住宅の住宅使用

料でございます。 

 ３０ページをお開きください。 

 行政財産使用料は、市営住宅敷地内の電柱・電

話柱の使用料が主なもので、収入済額は１３０万

７，８２８円でございます。借上型地域振興住宅

土地使用料は、行政一般住宅の使用料でございま

す。 

 ３７ページをお開きください。 

 ６目、土木手数料、１節、土木手数料中、建築

住 宅 課 分 が 調 定 収 納 済 額 と も ７ ９ ８ 万

２，６００円と同額でございます。 

 内訳は、市営住宅の入居者に発行する車庫証明

の諸証明手数料と確認申請の審査に伴う手数料で

ございます。 

 ６目土木手数料、２節督促手数料は、市営住宅

と住宅資金貸付金の督促手数料で、調定額３７万

５ ， ０ ０ ０円 に 対し 、収 入 済 額 は３ １ 万



－44－ 

５，９００円です。市営住宅使用料督促手数料の

収入済額は３０万６，６００円で、住宅使用料貸

付金督促手数料の収入済額は９，３００円でござ

います。 

 ４１ページをお開きください。 

 １５款２項１目、総務費補助金、１節、総務管

理費補助金中、建築住宅課分は市有建物耐震改修

事業の耐震診断費に充当する住宅建築物安全スト

ッ ク 形 成 事業 補 助金 で、 調 定 額 ４８ ９ 万

７ ， ０ ０ ０ 円 に 対 し 収 入 済 額 ２ ５ ０ 万

１ ， ０ ０ ０円 で 、収 入未 済 額 は ２３ ９ 万

６，０００円でございます。この収入未済額は

２４年度の第７回補正で市有建築物の耐震二次診

断費を計上したために発生したものでございます。 

 ４３ページをお開きください。１５款２項６目、

土木費補助金、４節、住宅費補助金は、調定額

８，６１３万６，０００円で、収入済額は

５，５５３万６，０００円で、収入未済額が

３，０６０万円でございます。これも２４年度の

７月補正予算で東上川内住宅２号棟を初めとする

５住宅の共用部改善工事を追加いたしましたので、

その分の補助金受け入れが平成２５年度となるこ

とから、収入未済額が発生したものでございます。 

 市営住宅の家賃と民間借家の家賃の差額を補助

する公的賃貸住宅家賃対策補助金、それからがけ

下・がけ上の危険住宅移転促進事業補助金が主な

ものでございます。市営住宅の用途廃止に伴う移

転費助成事業費は、昨年１件あったものでござい

ます。 

 既存の市営住宅改修工事に充当するストック総

合改善事業補助金は１，９００万７，０００円で

す。 

 それから２４年１０月から供用開始した横馬場

市営住宅共用部分の補助金としまして、公営住宅

等整備事業補助金を２，８４６万１，０００円受

け入れております。 

 なお、２４年度は木造住宅の耐震診断や耐震改

修の実績がありませんでしたので、耐震改修促進

事業費の補助金はございませんでした。 

 ５７ページをお開きください。 

 １６款２項６目、土木費補助金、１節、住宅費

補助金の調定額は１６７万５，０００円で、収入

済額も同額でございます。内訳は住宅新築資金貸

付金の改修事務に対して支払われる住宅新築資金

等貸付助成事業補助金と、がけ下・がけ上の危険

住宅に対する危険住宅移転促進事業補助金が主な

ものでございます。 

 ６３ページをお開きください。 

 １６款３項６目、土木費委託金、２節、住宅費

委託金の調定額、収入済額は同額で、２７万

８，３４０円でございます。その内訳は、建築物

等実態調査委託金、建築確認申請事務委託金、権

限移譲事務委託金が主なものでございます。 

 ７５ページをお開きください。 

 ２１款３項１目、貸付金元利収入、６節、住宅

資金貸付金元利収入は、調定額１億４，５５６万

５，０６８円に対し収入済額は１，５１１万

１，０４６円です。内訳は、現年分の住宅資金貸

付金元利収入が１，０７７万８，３３３円、滞納

分が４３３万２，７１３円です。 

 ７５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目、雑入中、建築住宅課分は市営

住宅明け渡し訴訟に係る弁護士費用の予納金精算

返戻金３１万２，８５７円、既存市営住宅の解体

に伴う建物損害共済解約返戻金、自動車損害賠償

受入金、市営住宅退去時に畳・ふすまの修繕費と

して退去者から徴収する市営住宅退去時畳等補修

費実費徴収金、同滞納分、それから市営住宅・県

営住宅が同じ敷地に立地する合併団地について、

共用する施設の維持管理を市で行っておりますの

で、それに対する県が負担する市営住宅維持管理

県負担金、２１年１１月、草道下住宅で発生した

車両火災に起因するケーブル破損事故に対する市

営住宅弁償金が主なものでございます。 

 続きまして、財産に関する調書、４２４ページ

をお開きください。 

 公営住宅の欄、土地の増２，９０８．４平米は、

所管がえ等により、本庁の湯田内門住宅、城上上

塚住宅、城上今寺住宅、里支所の大川住宅を取得

したことがその主な理由でございます。 

 土地の減、４，５３４．８８平米は、加治屋馬

場市営住宅の敷地の一部を公衆用道路として建設

維持課へ。赤澤津住宅、寄田住宅、久見崎住宅、

中之原住宅の敷地を財産活用推進課へ移管したも

のでございます。 

 建物・木造４７４．６０平米の増は、旧城上駐

在所２棟２戸と教育委員会より所管がえで、湯田

内門住宅、寄田・滄浪・城上・今寺の旧教職員住
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宅４棟４戸を取得したものでございます。 

 木造６３．６３平米の減は、南金剛住宅１棟

１戸と、住連木南住宅１棟１戸を解体したことに

よる減でございます。 

 非木造１８５．２０平米の減は、泰平寺東住宅

１棟４戸の解体によるものでございます。 

 債権につきまして、４３０ページをお開きくだ

さい。 

 建築住宅課分は、４段目の住宅新築資金等貸付

金で、２４年度中の増減は、１，３２９万

２，３４６円の減となりましたので、年度末の現

在高１億５，５７２万４，６６６円となっており

ます。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（上野一誠）質疑というよりは、意見・

要望ということで申し上げますけども、薩摩川内

市のまちづくりとして、やっぱりいろんなことが

取り組まれてきていると思います。 

 観光にしても、農業とかいろいろなのを含めて

地域の町おこしというものをやっていて。あわせ

て定住人口にどうつなげるかということで、補助

金を使いながら、この薩摩川内市に済んでいただ

いたらこうだよと、いろんなそういう施策も展開

をしてきていると思うんです。 

 まさに、ここ建築住宅課の役割というのは、も

う私が言うまでもないことなんですけれども、こ

ういう一つの長寿命化計画の中で、市営住宅の居

住環境を私たちは年間を通して取り組んできたと

いう御報告です。そうすると、やっぱり受け入れ

というか、薩摩川内市に住んでいただく環境とい

うのを、どう担っていけるかというのは、この建

築住宅課の役割というものは、大変重要だという

ふうに思っているんです。 

 将来的には、この長寿命化計画の中でどんなふ

うに最終的にこの市営住宅が残っていくのかとい

う考え方からいくと、何か借り上げ住宅に－も

う市営住宅を新たにつくらんという、方向が見え

てる以上は、老朽化、老朽化という中でいけば、

非常にその施設の－いえば整理が行われてきて

いると。そして、あわせて借り上げ住宅で補助を

やった形の運営が、将来的にはそういうふうに移

行していくのかなというような、いろんなことも

感じながらではありますけども。再三申し上げる

ように、よそから来ていただいて、せっかく住宅

を持ってもらえても、そこに住む環境がないとい

うことが一番残念なことであって、雇用促進の問

題もさきの委員会でも御意見を申し上げたんです

が。まちづくりの一環として、建築住宅が果たす

役割というのは大変重要だというふうに思ってお

りますので、財政が財政がという中では、あると

思うんですけど、十分主体的に建築住宅の役割が、

そういう居住環境の役割として応えていただける、

そういう一翼を担ってほしいというふうに思って

いますので、ぜひ年間を通して、ことしはこうだ

ったから来年はもうちょっとこういう形でやって

いこうかとか、いろんなそういう課題を十分分析

されていると思うので、ぜひ、そういう努力をさ

らにお願いしたいというふうに思っております 

○建築住宅課長（今井裕介）おっしゃるとおり

に、市営住宅の役割もいろんなものが期待される

ところでございます。 

 日本の人口そのものが減ってくる中におきまし

て、市営住宅の数がどれだけが適切かという問題

がございます。これについては、いつも５年ごと

に見直す長寿命化計画の中で、必要数を計算いた

しまして、それに備えて整備をしていくという状

態でございます。ですから今度、２７年になると

思いますけれども、また新しい長寿命化計画の中

で住宅の戸数の大枠を決めていくという形になり

ます。 

 ことしにつきましては、非常にうれしいことに、

今まで住宅の数が減少一方でありましたところが、

雇用促進住宅を購入できたということは、これは

非常に大きなことで、ある意味今までなかなか受

け入れるときのキャパがなかった部分は、確かに

４回、５回は厳しいよなというところはありまし

ても、ものはできたということは非常にうれしい

ことで、これは２６年度から、いろいろ募集活用

していけるんではないかと思います。 

 それから市営住宅につきましては、将来的な課

題としまして、高齢者の所得の低い方、社会的弱

者を、市営住宅が受け入れるという政策を今、制

度的にとってきておりますので、そういう方々に

対してどうしていくかというのも考えていかなけ

ればなりません。これらにつきましても、来る
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２７年度の長寿命化計画の中でお年寄り向けの

－そういう社会的弱者の、人たちをどうするか

というようなことは、あわせて解決しながらいき

たいと思います。 

 それから、地方におきましては、地元が一生懸

命なっていただきますと、借上型の地域振興住宅

という形で、地元と一緒にしてつくっていこうと

いうことで制度もございますので、また地元のほ

うからもそういう声を上げていただければと考え

ております。以上です。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（成川幸太郎）私、決算のこういうのに

出るのは初めてなもんですから、ちょっと教えて

いただきたいんですが、さっきの収入のところで

住宅使用料で収納率が８３．７％だというふうに

言われました。これを見ますと、滞納分の住宅使

用料が７２０万円ほど回収はされているんですが、

これは８３．７％といったら累積分も含めてなん

ですか。 

○建築住宅課長（今井裕介）そういうことです。 

○議員（成川幸太郎）この７２０万円、滞納分

を返されると今後減っていくのか、この累積で滞

納分が、使用料の収入率が、どんどん減って行く

んじゃないかという気がするんですけどもどうな

んでしょう。 

○建築住宅課長（今井裕介）市営住宅につきま

しては、収納率でいいますと、現年度につきまし

ては９８．４３％なんです。ですから、全体であ

わせると収納率が８３％と申しましたのは、過年

度分のほうの収納が、要するにほとんど進んでい

ないということでございます。 

 たまたま昨年度につきましては、前年度よりも

上昇したんですけれども、どうしても過年度を徴

収しましても、現年度の滞納分がまた積み重なっ

てくるというところがありまして、私どもはこの

総体額をできるだけふやさないようにということ

で、努力をしているところでございます。以上で

す。 

○議員（成川幸太郎）もう一つ、今回、雇用促

進住宅を購入されて現地を視察させていただいた

ときに、今回、引き渡しを受ける分は改装は向こ

うがして受けるということでした。今後、１、

２階が満杯になって、上を使うという場合の改装

費というのは、向こうのほうがしてくれるか、市

が出すのか。 

○委員長（福田俊一郎）所管事務調査ですが、

例外とします。 

○建築住宅課長（今井裕介）雇用促進住宅との

取り決めの中で、向こうは住める状態に改修して

差し上げますという話でございました。それで私

どもが予算をお願いしておりましたのは、さすが

に住める状態になっても、ごらんになられたとお

りに、お風呂場がコンクリートのたたきのままで、

とってもその状態では今の水準ではないというこ

とで、そこの部分の改修と、それから便器が－

もうできてから約２、３０年たっておりますので、

古くなっているのでそういうところの段差を解消

して取りかえようということで、その部分は市で

行うということでございます。 

 ですから、極端なことを言いますと、雇用促進

事業団からいただいた段階で、全く住めないとい

うことはありません、５階、４階も。ただ一部、

お風呂場の床がざらざらしてたりとか、便器が古

かったりとかということですので、その部分につ

いては交渉しましたけど、向こうはグレードアッ

プになるのでできないという返事でしたので、そ

の部分を予算措置して対処していこうというのが

今の建築住宅課の考えでございます。以上です。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建築住宅課を終わります。御苦労さま

でした。 

────────────── 

   △用地課の審査 

○委員長（福田俊一郎）次に、用地課の審査に

入ります。 

まず、決算の概要について、部長の説明を求め

ます。 

○建設部長（泊 正人）用地課でございます。 

 決 算 附 属書 の ほう が１ ４ １ ペ ー ジ か ら

１４２ページとなっております。 

 用地課につきましては、入来あるいは祁答院地

区の地籍調査事業を初め各種公共事業に伴います

用地取得のための交渉や登記事務、また未登記土

地の取りつけ業務を順調に実施をしているところ

でございます。 
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 地籍調査事業の充実ということで、国土調査法

に基づきます入来・祁答院地区の調査を鋭意実施

しているところですが、境界決定等では地権者と

の交渉にも大変苦労している部分もございます。 

 また二つ目といたしまして、土地の取得及び登

記の促進ということで、直営による交渉・契約・

登記を行うとともに、公共嘱託登記協会に委託を

しまして、多数の路線の登記等を専門的な経験値

の中で順調に進めてきているところでございます。

詳細につきましては、課長のほうから説明がござ

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について 

   (平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入 

   歳出決算) 

○委員長（福田俊一郎）それでは、議案第

１１９号一般会計歳入歳出決算について、当局の

補足説明を求めます。 

○用地課長（植村 豊）それでは、決算書の

１１５ページをお開きください。 

 ２款１項１３目、地籍調査費について、支出額

が２億４０５万４，０００円であります。 

 備考欄について、まず地籍調査事務費は１億

３，４１９万２，１６０円ですが、この経費につ

いて入来地区の１．７平方キロメートルの地籍調

査事務に要した経費が主なものですが、調査業務

委託料、嘱託員の報酬、職員の給与等が主なもの

でございます。 

 附属書のほうの１４１ページをお開きください。 

 下から２番目ほどに今までの実績等々が書いて

ございますが、入来支所がもう最後の現地調査地

区になります。平成２４年度が１．７平方キロ

メートルで、現在２５年度、０．６１の準備を進

めているところですが、これを終わりますと、全

ての現地調査が終了するという段階に来ておりま

す。 

 次に、決算書の１１５ページにもう一度お帰り

をいただいて、用地管理事務費６，８１６万

５，２９０円ですが、この経費については市道等

の用地取得に係る用地交渉、契約事務、嘱託登記

事務に要した経費であり、登記業務嘱託員の報酬、

職員の給与及び公共嘱託協会に委託した市道敷地

等の調査、測量、分筆、所有権移転に係る委託料

が主なものでございます。 

 附属書の１４２ページをお開きください。 

 まず、公共嘱託登録協会に委託する分ですが、

この件につきましては、道路用地として分筆をさ

れてない個人名義のままの土地の測量、分筆、移

転登記を委託した分が６９筆完了しております。

金額については、お目通しください。また、職員

による嘱託登記による未登記の道路８，１２１筆

を処理いたしましたが－数字が非常に大きくな

っているんですが、うち継承案件が７，８４７筆

あると。継承というのは、旧市町村名から薩摩川

内市に切りかえるという案件でございます。それ

以外に執行委託を受けた新たな道路用地取得９路

線３５筆について売買契約、立木等の補償、所有

権移転登記等を行ったところです。 

 もう一度決算書、１１５ページに戻っていただ

いて、不用額について説明をいたします。 

 地籍調査費の需用費５８万８，６３９円につい

ては、印刷製本費の節約ができましたので、

２２万８，０００円ほど残っております。また、

車の修繕費が安くすんだおかげで１３万円ほど残

っており、これが主な不用額でございます。 

 以上で、２４年度の歳出決算の概要を終わりま

す。 

 次に、用地課に係る２４年度の歳入決算につい

て説明をいたします。 

 決算書の３３ページをお開きください。 

 １４款２項１目、総務手数料、１節、総務手数

料のうち、地籍の部分は３６ページなんですが、

地籍成果品交付手数料７９万４，５６０円ござい

ます。これに関しては、地籍調査の成果品として

の１筆座標、多角点座標、多角点網図というのを

１件当たり２６０円で交付をした手数料収入であ

ります。平成２４年度から、それまで２００円だ

ったのが２６０円に上がっております。 

 次に、４９ページをお開きください。 

 １６款２項、県補助金、１目、総務補助金、

１節、総務管理補助金のうち、地籍調査事業補助

金４，３８７万５，０００円ですが、先ほど説明

した２４年度の地籍調査の入来の分の補助金でご

ざいますが、このうち国が２分の１、県が４分の

１を支出していただいて、市町村負担が残りの

４分の１ということでございます。 

 以上で、用地課に係る２４年度の歳入の概要の

説明を終わります。よろしくお願いします。 
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○委員長（福田俊一郎）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○議員（成川幸太郎）歳出のところで、医師報

酬（ハチ対策）と書いてあるんですが、これはど

ういう意味だったんですか。 

○用地課長（植村 豊）地籍調査の現地調査に

出向く職員がハチに襲われた際に、人によっては

アナフィラキシーショックということで、ショッ

ク症状を起こしますので、その対策用の薬を常時

携帯させるということで、医師の診断が要ります

ので、医師の報酬と薬料です。以上です。 

○委員長（福田俊一郎）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第１１９号平成２４年度薩摩川内

市一般会計歳入歳出決算のうち、本委員会付託分

について質疑が全て終了しましたので、これより

討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。 

 本決算を認定すべきものと認めることに御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議ないと認めます。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定いたし

ました。 

 以上で用地課を終わります。 

協議会に切りかえさせてください。 

～～～～～～～～～ 

午後３時５０分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後３時５１分開議 

～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）それでは本会議に戻し

ます。 

 当局は御苦労さまでした。皆さん、お疲れさま

でした。 

 以上で、日程の全てを終わりましたが、委員会

の報告書の取りまとめについては委員長に御一任

いただくことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

 ここで、改めて協議会に切りかえます。 

～～～～～～～～～ 

午後３時５２分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後４時   開議 

～～～～～～～～～ 

○委員長（福田俊一郎）それでは本会議に戻し

ます。 

────────────── 

   △行政視察の取扱い 

○委員長（福田俊一郎）行政視察の取り扱いに

ついて、お諮りをさせてください。 

 閉会中の１１月上旬に行政視察を実施したいと

思いますが、視察先との調整の関係で委員派遣の

手続は正副委員長に御一任いただきたいと思いま

すが、そのように取り扱うことに御意見ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱いいたします。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査 

○委員長（福田俊一郎）ここで閉会中の継続調

査についてお諮りします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査を議

長に申し出ることとし、また先ほどの行政視察の

ほかに閉会中に現地視察など委員派遣を行う必要

がある場合は、その手続を正副委員長に御一任い

ただきたいと思いますが、そのように取り扱うこ

とに御異議ありませんか。（資料は巻末に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福田俊一郎）御異議なしと認めます。 

 よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（福田俊一郎）以上で建設水道委員

会を閉会いたします。本日は御苦労さまでした。 

 



 

 

 

 

 

 

【巻末資料】 

 

閉会中の継続調査について 
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閉会中の継続調査について 

建 設 水 道 委 員 会 

（調査事項） 

１ 道路整備について 

２ 公園整備について 

３ 河川・港湾整備について 

４ 住宅政策について 

５ 都市計画事業について 

６ 土地区画整理事業について 

７ 地籍調査事業について 

８ 上下水道事業について 

９ 温泉事業について 

10 川内川改修等について 

11 南九州西回り自動車道について 

12 甑島縦貫道について 
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